
1 

総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会 

第 44回 省エネルギー小委員会 

 

日時 令和６年３月７日（木）９：０３～１１：５８ 

場所 経済産業省本館 17階 第１特別会議室（一部オンライン） 

 

１．開会 

 

○木村課長 

では、定刻になりましたので、只今から、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エ

ネルギー分科会省エネルギー小委員会を開催いたします。 

事務局を務めさせていただきます、省エネルギー課長の木村でございます。よろしくお願

いいたします。 

本日の会議は、対面及びオンラインでの開催といたします。また、所用により本日、飛原

委員、宮島委員、木場委員の３名はご欠席となります。 

審議は公開とし、議事録は後日、発言者にご確認の上、公表いたします。一般傍聴につい

ては、インターネット中継にて配信しており、後日、ウェブでの視聴も可能といたします。 

まず、省エネルギー・新エネルギー部長の井上より、一言ご挨拶申し上げます。 

○井上部長 

 おはようございます。いつも大変お世話になっております。省エネ・新エネ部長の井上で

ございます。 

 昨年 11 月末から 12 月上旬にかけて開催されましたＣＯＰ28 の決定文書では、皆様ご案

内のとおりかもしれませんけれども、2030 年までにエネルギー効率改善率を世界平均で２

倍にすることが盛り込まれております。国際的に省エネの野心が高まっていく中で、本小委

員会でのご議論もぜひ加速いただければと考えております。 

 本日の小委員会では、今後１年程度かけて議論を深めていただきたいエネルギー需要側

政策の論点につきまして、事務局からまず提示させていただきます。ご案内のとおり、新し

いエネルギー基本計画の策定の動きもこれから本格化してまいりますので、この小委員会

でのご議論をそちらにも反映していくということだと考えております。 

 その上で、昨年７月に中間論点整理をいただきました、家庭における省エネ、あるいは非

化石転換、ＤＲ化、こうした対応の促進に向けた制度的対応につきましても、ご意見を伺い

たいと考えております。そして、この中間論点整理以外の論点についても、先ほど申し上げ

ました、事務局から提示させていただく論点に基づいて、忌憚のないご意見をと考えており

ます。 

 また、これは少し足元の動きになりますけれども、２点、本日ご意見いただきたいと思っ
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ておりまして、一つは省エネルギー技術戦略の改定でございます。2050 年のカーボンニュ

ートラルに向けまして、さらに大きな省エネを実現するためには、我が国でこれまで積み重

ねてきた省エネ努力に加えまして、破壊的、あるいはイノベーションによる非連続的な技術

革新、社会実装が必要だと考えております。今回、一昨年の省エネ法改正も踏まえまして、

水素などの非化石エネルギー転換技術についても対象に加えるということで、これ、田辺委

員長のご指示をいただいた経緯がございます。名前も「省エネルギー・非化石エネルギー転

換技術戦略」という形に改称いたしまして、本日は、技術戦略の内容はもとより、こうした

技術開発、イノベーションを促すための制度、支援策の在り方につきましても、ご意見をい

ただければと考えております。 

 また、二つ目は、省エネ法の定期報告情報の開示制度でございます。今年度の試行運用を

経まして、令和６年度から本格運用を開始いたします。本制度に基づき開示される情報は、

業界、産業界全体の省エネ・非化石転換を促すための有益な情報ソースであると考えており

ます。日経新聞にも出ていましたかね。今後、省エネ補助金で要件化するなど関連政策と連

動しながら、参画事業者数も増やしていきたいと考えております。 

 本日は、こうした形で、少し盛りだくさんになっておりますけれども、次のエネ基もにら

みながら、事務局からまずご説明した後、機器のＤＲｒｅａｄｙ化促進に向けまして、ヒー

トポンプ給湯機の規格などの在り方について、日本冷凍空調工業会様からプレゼンしてい

ただく予定です。 

委員、オブザーバーの皆様には、ぜひ積極的にご議論いただければと考えておりますので、

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○木村課長 

 それでは、ここからの議事の進行は田辺委員長にお願いしたいと思います。田辺委員長、

よろしくお願いいたします。 

 

２．説明・自由討議 

 更なる省エネ・非化石転換・ＤＲの促進に向けた政策について 

 

○田辺委員長 

皆様、朝早くからありがとうございます。 

さて、昨年７月の中間論点整理では、家庭、中小企業に着目した需要側のエネルギー政策

の今後の展望といたしまして、大きく３点。一つ目は、エネルギー消費機器の非化石エネル

ギー転換。二つ目は、エネルギー消費機器のＤＲ対応。三つ目として、エネルギー小売事業

者から消費者への情報・サービス提供について、今後議論すべき論点を取りまとめていただ

きました。 

今回は、まず事務局より、中間論点整理での論点も含めた今後の需要側政策の論点につい

てご説明をいただいた上で、前回の小委員会では議論ができていませんでした３番目のエ
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ネルギー小売事業者から消費者への情報・サービス提供について、具体的な検討内容をご説

明いただきたいと思っております。 

また、２番目のエネルギー消費機器のＤＲ対応についても、事務局より検討状況の共有を

いただいた後、業界における取組の進捗として、日本冷凍空調工業会と電気事業連合会を代

表して、日本冷凍空調工業会、星様よりプレゼンテーションをいただきたいと考えておりま

す。事務局説明、日本冷凍空調工業会星様からのプレゼンテーションの後に、自由討議の時

間を設けさせていただく予定です。 

それでは、事務局より今回の議題についてご説明をお願いいたします。 

○木村課長 

ありがとうございます。事務局でございます。 

では、お配りをしております事務局資料に基づいて、ご説明をさせていただきます。 

まず、１ページで、このプレゼンテーションの建付けでございますけれども、先ほど来、

委員長からもご紹介がありましたけれども、３本の柱で考えております。まずは今後のエネ

ルギー需要側政策の論点。二つ目の柱として、去年の中間論点整理で挙げていただいた論点

に関する進捗。三つ目として、中間論点整理で挙げていただいた論点以外の論点についてご

紹介させていただきたいというふうに思います。 

まず、３ページでございますが、今後のエネルギー需要側政策の論点ということで、先ほ

ど井上からもありましたけれども、2050 年のカーボンニュートラルに向けて、脱炭素化の

動きが加速化をしているという中で、ＣＯＰ28では、2030年までにエネルギー効率改善率

を世界平均で２倍にするということが盛り込まれております。こうした目的、目標を達成す

るために大幅な省エネを実現しようとすると、これは従来の延長線上ではなく、イノベーシ

ョンによる非連続的な技術革新、それを社会に普及させていくということが必要になると

ころでございます。 

そこの一環として、この後ご紹介いたします「省エネルギー・非化石エネルギー転換技術

戦略」というものを今回策定させていただきたいと思っておりますけれども、そうしたこと

を含めまして、こうした非連続的、あるいは破壊的なイノベーションというのを促すための

制度だったり支援策だったり、これらは一体どうあるべきなのかという点について、ご知見

を賜れればと思っております。 

その上で、目の前のことで申し上げます。２ポツ以下でございますけれども、それぞれの

部門、産業分野が直面しておる課題ということでございますが、まず、省エネ法で報告義務

がかかっている特定事業者、これは約１万 2,000社でございますけれども、その中には省エ

ネが長く停滞する事業者というのが一定数いらっしゃいます。そうした事業者にも省エネ

の取組を改善して進めていただけるように、法律のきめ細かい執行が必要ではないだろう

かと。 

また、省エネ法の報告義務がかからないような、さらに中小規模の事業者の省エネの取組

を促していくというために、地域の金融機関とか、あるいは省エネに関するアドバイスを実



4 

施されているような団体との連携を強化して、中小企業に対するアプローチというのを強

めることができないだろうかということ。 

あと、デジタル化、ＧＸの進展によって、今後、電力と、あと非化石エネルギーの需要は

増加していくということが見込まれている中で、こうしたエネルギーの安定供給の確保と

ともに、省エネの取組が重要となってまいります。省エネとなったときに、当然、これは最

新機器の導入、あるいは技術の開発、実装といったことがポイントになってくるわけですけ

れども、それを進めるためにどう取り組んでいくべきなのか、あるいは、省エネ法にありま

すベンチマーク制度を、これは既にワーキングでネットワークセンターを業種追加すると

いうことも含めてご議論いただいておりますけども、この制度をさらに有効活用できない

かというところでございます。 

続いて、次のページ、家庭部門でございますけれども、こちら、去年の小委員会で集中的

にご議論いただきました、給湯器を念頭に置いた機器の省エネ・非化石転換を促す制度、こ

れを具体化していくと。また、ヒートポンプ給湯機などを使ったＤＲというのを進めていく

ために、ＤＲｒｅａｄｙの要件、措置の具体化というのを検討していく。さらに、今日、こ

の後ご紹介しますエネルギー供給事業者による家庭向けの情報サービス提供、これを強化

する制度の具体化ということを進めてまいりたいと思っております。 

また、ガス温水機器や窓のトップランナー基準値の引上げについても、これも間もなくワ

ーキングのほうでの議論を開始いただきたいというふうには考えております。 

続いて、運輸部門でありますけれども、こちら、今年の２月に物流効率化法案を、通称で

ございますけれども、こちらを閣議決定いたしまして、ここで今後、国会で審議、あるいは

措置の具体化というのが議論されていくわけですけれども、そうしたものも踏まえつつ、必

要に応じて省エネ法の荷主制度の改善について検討してはどうかということと、あと、トッ

プランナー制度の関係で、自動車の燃費の計測において、今はまだ反映されていない燃費の

改善技術、これ、ライトとか、エアコンとか、そうしたものに関しても省エネを促していく

ための評価制度をつくっていくということも大事かなと思っております。 

さらに、部門の横断ということでございますが、先ほど井上からもございました省エネ法

定期報告情報の開示というものに関して、ほかの施策、端的に申し上げると省エネルギー補

助金ですけれども、まず、そうしたものとの連動をすることによって、参加事業者の拡大と

いうのを図っていきたいということ。 

最後、若干毛色が異なるものでございますけれども、今、省エネ法で合理化とか報告の対

象となっていない活動の中には、一定程度エネルギー使用量が大きいものがあると。それが

一つ、社用車、公用車と言われておりまして、これについて省エネ法の対象にすることを検

討してはどうかということが、今ざっと申し上げましたけれども、今後１年間程度かけて、

こちらの委員会でいろいろご議論いただきたいと思っていることの全体像でございます。 

続きまして、去年の中間論点整理で挙げていただいた論点の進捗というところでござい

ますが、６ページでございます。先ほど委員長からご紹介いただきましたとおり、昨年の中
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間論点整理では、三つの柱について論点をまとめていただきました。１番、エネルギー消費

機器の非化石エネルギー転換、２番、エネルギー消費機器のＤＲ対応、３番、エネルギー小

売事業者から消費者への情報・サービス提供ということで、去年の 11月には①と②につい

てご議論をいただきまして、本日は③について、事務局のほうから制度の案というものをお

示ししつつ、また②についても、日冷工さんから取組の進捗などをご紹介いただくという形

で進めていきたいと考えております。 

具体的に、エネルギー供給事業者による家庭のＤＲ等促進に向けた措置ということでご

ざいまして、８ページであります。去年の省エネ小委における議論ということで、枠囲いの

中ですけれども、省エネコミュニケーション・ランキング制度というのを発展させて、一定

規模以上のエネルギー小売事業者に対して、消費者の省エネ・非化石転換・ＤＲ、これらを

促す情報提供とサービス提供について、計画を策定し、国に対する報告を義務づける仕組み

というものを検討いただきました。 

その上で、制度の具体化に向けては、対象事業者、あるいは報告を求める事項、さらには、

それを消費者にいかに認知していただくかという仕組みについて検討していくべきだとい

うことでまとめていただいたところでございます。 

それと並行してというか、その後に、９ページの省エネコミュニケーション・ランキング

制度の 2023年度版というのを実施いたしました。 

結果につきましては、その後、紹介しておりますけれども、割愛させていただきますが、

13 ページ、結果概要ということで、ポイントだけ申し上げますと、電気事業者におかれて

は、前年度と比べて、参加いただいた事業者の数が大幅に減少したという一方で、都市ガス

の事業者におかれては、前年度と比べて、逆に事業者数は大幅に増加、参加をいただいたと。

全体的な傾向といいますか、結果でありますが、最後、まとめで書いておりますけれども、

これまで連続して参加していただいている事業者の平均点というのは上がっておりまして、

電気事業者さんは平均で５段階評価の５相当、ガス事業者さんは５段階評価の４相当とい

うところまで来ていただいております。したがいまして、情報提供に関しては、エネルギー

小売事業者の取組が進展してきたなというふうに評価をしているところでございます。 

その上で 14ページですけれども、とはいいつつ、省エネコミュニケーション・ランキン

グ制度については幾つか課題があるというふうに考えておりまして、今回、追加的にご協力

いただく形で分かってきたのが、やはり情報提供にとどまらず、各社さん、いろいろなサー

ビスの取組を行われていると。必ずしもこれはコミュニケーション・ランキング制度で、

我々、星の数だけで表に出させていただいていますけれども、こうしたものだけではやはり

分からないと。各社さんの多様な創意工夫が見られる取組というのがなかなか表に出てこ

ないということ。 

あと、事業者の数のお話も申し上げましたけれども、参加がやはり任意であるということ

で、参加していただいていない事業者さんというのが当然存在をするということでござい

ます。 
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したがって、今後の方向性としまして、星印でのみ評価・公表するのではなくて、各社の

具体的な取組が広くそれを知ってもらえるような仕組みをつくってはどうかと。また、影響

の大きい事業者さんが全て参加していただけるような仕組みをつくってはどうか。こうし

たいろいろな事業者さんが自分たちの取組をご紹介いただくことで、ベストプラクティス

が横展開をされて、業界全体のさらなる取組につながっていくということではないかとい

うことでございます。 

これは去年、省エネ小委でご議論いただいた内容と重なるところではありますけれども、

改めて 2023年度版のランキング制度の実施を通じて、こうした課題が明らかになったとい

うことでございまして、そうしたことを踏まえまして、15 ページでありますが、今回新し

くご提案させていただく制度の案ということでございます。 

エネルギー供給事業者による消費者の省エネ等を促進する制度ということで、エネルギ

ー供給事業者（電気、ガス、ＬＰＧ）の事業者様に対して、一般消費者の省エネ、非化石転

換、電気の需要の最適化に資するサービス、情報提供の取組の拡大をまず促したいと。特に、

一定の要件を満たす事業者を対象に、取組の拡大に向けた新しい仕組みを導入したいと考

えております。具体的には、国は、事業者に公表いただく事項を定めた上で、事業者にその

内容を実際に外に出していただくということを考えております。この公表の方法について

は、エネルギー供給事業者さん自らに公表いただくのか、国が一旦報告を受けた上で、国の

ほうで開示をさせていただくのかということについては、措置の実効性などの観点を踏ま

えて、今後検討できればと思っております。 

下のほうに制度概要ということで、あくまで事業者さんが自ら公表する仕組みとする場

合と書いております。実際、国が開示する場合でも、仕組み的には基本は同じでございます

けれども、公表すべき内容というものについて、国のほうで規定指標という統一の指標を定

めさせていただいて、それに関する実績というのを事業者の方に表に出していただくと。去

年の夏までに議論がありました数値目標とか、あるいは目標年度についても出していただ

いたらどうかという点につきましては、去年の夏以降の事業者とのヒアリングにおいて、や

はり目標の公表を一律に求められるということに関しては、これが競争に関する情報でも

あるのでということで、難色を示す事業者さんが多数を占めましたことから、この点につい

て、任意という形にさせていただければと思っております。 

また、最終的にやはり、星印で分かる省エネコミュニケーション・ランキング制度という

のは、消費者にとってはとても分かりやすい制度だということもございますので、この制度

自体については、今回の制度の仕組みを踏まえて、これを基にしてエネルギー供給事業者さ

んの負担を最小限にする形で見直すということを考えているところでございます。 

続いて、16 ページ、公表すべき内容の詳細というところであります。国は、公表を求め

る項目の一覧、項目ごとに国が定める指標、規定指標と言っております、について、これを

設定したいということで、実際どういうものについて公表を求めるのか、どういうことを国

が規定指標として定めるのか。これにつきましては、詳細は別途の検討会、今でも消費者向
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けのガイドライン検討会というのがございますけど、こうした検討会において議論をさせ

ていただければというふうに思っております。 

現段階のイメージというところで、下のほうに、まず省エネに関するイメージの表を書い

ておりますけれども、赤の枠囲いですね、公表を求める項目ということで、情報提供であっ

たり、経済的インセンティブの提供、あるいはコンサルティングの実施、あるいは高効率給

湯器の販売といった、こういった事項につきまして、規定指標に沿って公表をしていただく

と。アプリのダウンロードの数であったり、あるいは料金メニュー、あるいは特定の料金メ

ニューの契約者の数の全契約者数に占める割合ですとか、あるいは給湯器の販売台数に占

める高効率給湯器の割合、こういったものを共通の指標として出していただく。さらに、右

の薄い緑で枠囲いしておりますけれども、こうした指標以外にも、事業者さんが自らアピー

ルをされたいということであれば、追加的な指標を設定して出していただくということも

あるというふうに考えております。 

次のページ、17 ページですけれども、こちら、次は非化石転換と、あとＤＲに関するイ

メージというものを書かせていただいております。 

省エネと同じように、情報提供であったり、料金メニュー、あるいは、ほかの経済的イン

センティブの話であったり、機器の普及促進といった項目が並ぶのかなというふうに思っ

ておりまして、特に、今日この後、日冷工さんからご紹介いただきますＤＲに関しては、具

体的な料金メニュー、経済的インセンティブの提供というところで、需給の逼迫が生じやす

い時間帯の需要抑制、あるいは出力制御が生じやすい時間帯における顧客サイドの需要の

増加を促すと、こういった何がしかの経済的インセンティブについて実績を出していただ

くということを想定しております。 

ただ、非化石転換とＤＲに関しましては、やはりガスとＬＰＧの事業者さんについては、

現段階で取り組めることには当然限界があるというふうに考えておりますので、ガス、ＬＰ

Ｇについては、公表を求める項目は限定をしたいというふうに考えております。例えば、で

きることとしては、去年ご議論いただきました高効率給湯器の販売、これが当然、非化石転

換とかＤＲの促進につながるわけでありまして、こうした事業につきましては、ご報告いた

だきたいと考えておりますけれども、それ以外のところは、基本的には限定をさせていただ

くということを想定しております。 

19 ページ、これは課題となっております消費者に対して分かりやすくするためというと

ころでございまして、事業者さん自ら公表いただく場合、あるいは国が開示をする場合、い

ずれにしましても、様式は定めた上で、事業者さんのベスプラの横展開のため、あるいは消

費者の方々がちゃんと認知をしやすいように様式を整えた上で、共通のもので出していた

だきたいと考えております。左端に公表を求める項目、指標として国が定める規定指標、あ

るいは事業者さんが追加で任意で定められる自由指標。これに基づいて実績を出していた

だくと。目標に関しては任意で書いていただくということで、公表を求める項目自体につい

ても、各社さんで任意に追加していただくことは、当然可能だというふうに設定をしたいと
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思っております。 

以上がエネルギー供給事業者さんからの情報提供に関する話でありまして、続きまして、

21ページ以降、ＤＲｒｅａｄｙの話でございます。こちら、11月の小委員会でご議論いた

だきました話でありますけれども、下のほうにヒートポンプ給湯機のＤＲ活用に関する課

題というところで、まず左下、夜間蓄熱機器といったことで、規格や契約要件に関して、ち

ょっと課題があるのではないかということ。次、真ん中、機器のＤＲｒｅａｄｙ化、あるい

はＡＰＩ連携等のルールづくりが大事なのではないか。最後、右側の経済的インセンティブ

ということで、需要家に対する経済的インセンティブが必要ではないかということでござ

いまして、一番左のものと真ん中のものに関しましては、この後、日冷工さんからもプレゼ

ンをいただきます。右の経済的インセンティブに関しましては、先ほどご紹介申し上げまし

たエネルギー供給事業者の取組によって、こうしたものを促す環境をつくっていければな

というふうに考えております。 

22 ページでありますけれども、機器のＤＲｒｅａｄｙに関する諸外国の状況ということ

であります。ここで、米国の幾つかの州とイギリスの例を書かせていただいております。対

象は、それぞれ電気温水器とＥＶ充電器ということでありますけれども、設定がされている、

規格などが決まっているものというのは、通信接続機能であったり、外部制御機能であった

り、あるいはセキュリティーということでございまして、23 ページですが、我々のほうで

も、日本でも、こうした諸外国の事例を参考としながら、こうした機能について検討してい

くということをしていきたいと思っております。 

その進め方ですけれども、こちらにつきましても、機器、あるいはセキュリティー・通信、

あるいはアグリゲーションに知見のある有識者の方々、あるいは関連する業界団体の方々

に加わっていただく勉強会を設置した上で、詳細な要件について議論をさせていただきた

いと思っております。 

 あわせて、この後の日冷工さんのプレゼンにありますように、機器メーカーさんとか、小

売電気事業者さん等の検討とも連携して議論を進めさせていただければというふうに考え

ているところでございます。 

 続きまして、25 ページです。省エネルギー技術戦略ということで、前回の小委員会でも

見出しだけさせていただきましたけれども、2021年の第六次エネルギー基本計画において、

技術戦略を改定すると、こういうことが書かれておりまして、その後の 2022年に省エネ法

改正というものがあったものですから、そこで非化石エネルギーへの転換のための措置が

追加されたということで、今回「省エネルギー・非化石エネルギー転換技術戦略」と改称を

したいというふうに考えております。現在、案につきまして、ＮＥＤＯのホームページで、

昨日からパブリックコメントを募集しておりまして、そこでいただいたご意見、委員の皆様

からいただくご意見も含めて、そうしたものを踏まえた上で、最終版を４月に公表したいと

考えております。この戦略については、ＮＥＤＯの事業で使うというだけではなくて、民間

企業がＲ＆Ｄを今後行うに当たっての一つの指針となればというふうに期待をしておりま
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す。 

 26 ページであります。今回、技術戦略のポイントというところで、後々、詳細をご説明

しますけれども、まず一つ目ですね、今回、省エネ政策の観点から特に意義が大きいと考え

られる技術というのを明記させていただいております。また、去年の改正省エネ法の施行を

受けて、非化石エネルギー転換に関する技術、そしてＤＲの推進に必要な技術というものを

追加しているというところが建付け上の大きな変更点でございます。 

 27 ページですけれども、技術戦略の全体像というところで、本文に加えまして、重要技

術を追加したものでありますけれども、これに関する１枚の技術マップというのを作った

上で、それぞれの重要技術ごとにロードマップという形で、2050 年までの時間軸で、それ

ぞれの技術に関する、どの時点で開発、実証、あるいは実装というのを行っていくのかとい

うこと、あわせて、海外動向に関しても紹介させていただくというふうにしておりまして、

29 ページに革新的製鉄技術の例ということで載せておりますけれども、青が省エネ技術、

緑の箱が非化石転換技術に関するものでございます。当然ながら、鉄鋼業に関しては、やは

り脱炭素というのが大きな課題としてございますので、こちらについては、緑の記述が中心

になっておりますけども、高炉法、あるいは直接還元法、電炉法といったいろいろな作り方

がある中で、それぞれにおける技術的な課題について、2050 年までの時間軸でもって、ど

の段階で何をするのかといったことをまとめさせていただいている。これを各重要技術ご

とに二十数枚作成をしているところでございます。 

 続いて、30 ページです。省エネルギー技術に関して、先ほど少し申し上げました、省エ

ネ政策の観点から特に意義の大きい技術というところで、幾つか挙げております。 

 まず、家庭の熱需要の省エネということで、家庭部門のエネルギー消費の約３割を占める

給湯器について、これも昨年ご議論いただきました、寒冷地対応をどうするか、あるいは、

やはり高効率機器の小型化といった設置制約を克服するための技術といったものが大事に

なってくると。 

 また、日本の最終エネルギー消費の４割を熱が占めてございまして、ここの有効利用を進

めるに当たって、高効率加熱技術であったり、未利用熱の利用であったりという技術が大事

であると。 

 さらに、データ処理に関する、今後エネルギー消費が増加をするということを踏まえて、

光電融合技術などの技術開発というのが大事ではないかと。 

 また、運輸部門について言いますと、ここのエネルギー消費の９割を占める自動車につい

て、この省エネを進めるための蓄電池・モーターなどの性能向上であったり、燃料電池の高

効率化といったものが大事になってくるというふうには考えております。 

 米印で書かせていただいておりますけれども、当然全ての部門に共通するものとしまし

て、ＡＩ／ＩｏＴといった技術というのは、省エネにもつながり得る取組でございまして、

こうしたものを促していければというふうに考えてございます。 

 ここでご紹介したような技術につきましては、ＮＥＤＯの事業におきましても重点的に
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支援をしていければというふうには考えております。 

 続いて、31 ページ、非化石エネルギー転換技術についてというところでございますけれ

ども、新しい非化石エネルギーですね、これについては、需要側においてそのエネルギーを

使うために必要な技術と、あと、需要家に対してそのエネルギーを届けるまでの技術という

ことに大別できるかなと考えております。 

 前者について、紫とオレンジの箱で紹介させていただいておりますけれども、例えば水素

還元製鉄であったり、あるいはアンモニアを使う形のナフサ分解炉、あるいは電炉、あるい

は水素・アンモニアを混焼する形での低炭素工業炉ですね。さらには自動車の電動化、ある

いは船舶の水素、アンモニアを燃料としたエンジンなど、こうした需要側において新しい非

化石エネルギーを使うための技術開発が大事になってくるということでございます。 

 需要家に非化石エネルギーを届けるまでに必要な技術としましては、水素の製造技術、水

電解装置などですね、あるいは次世代型の太陽電池、浮体式の洋上風力など、こうした再生

可能エネルギーに関する技術に関しても、さらにその発展をさせていく必要があると考え

てございます。 

 32 ページでございます。ディマンドリスポンスということでありまして、再エネの導入

量が増えるにつれて、再エネの出力抑制量が増加をしているということであります。出力抑

制というのをできるだけ避けるために、出力制御時に電力需要を上げるなどによって、電力

供給に対して需要を柔軟に合わせていくと。そのためには、産業部門だけではなくて、家庭

部門においてもＤＲへの対応を進めていくということで、各種産業用設備に加えて、民生用

電気機器ということで、給湯器、空調、蓄電池、ＥＶの充放電器といったものをＤＲに対応

できるように技術開発を進めていく必要があるなというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上、技術戦略のご紹介であります。 

 続きまして、省エネ法の定期報告情報の開示制度、36ページでございます。 

 去年、省エネ法に基づく定期報告情報を企業の同意に基づいて開示する仕組みを創設さ

せていただきました。 

 37 ページ、これも去年 11 月にご紹介いたしましたけれども、去年の 10 月末までに開示

を宣言いただいた企業の数は、東証プライム上場企業の数は 47社と。今回、これに加えま

して、政府機関でも八つの省庁が試行運用への参加を表明したということ。そのリストは、

右のほうに赤の枠囲いで書かせていただいてございます。 

38ページ、この開示制度というものを今回、去年の 11月の段階で幾つかの事業者さんの

ご協力をいただきまして、実際のデータなどを盛り込んだ開示シートをサンプルとして公

表させていただきましたけれども、その後、いろいろその反応、やはりございまして、この

開示シートというのは、やはり企業の省エネ・非化石転換を促すためのとても重要なソース

ですねと。具体的には、やはりほかの会社の計画、取組というのを知ることによって、自分

たちの省エネだったり、あるいは非化石転換だったりというのを進める際に、大いに参考に
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なるということで、とてもよい評判をいただいてございます。 

したがって、開示制度への参加企業数というのを増やしていくことによって、業界・産業

界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げをしていきたいというふうに考えております。 

そのために、開示制度と関連する政策で、目の前のことで申し上げると、まずは省エネ補

助金というところを連携させたい。具体的に申し上げると、省エネ法の特定事業者が省エネ

補助金を申請される際には、開示制度への参加というのを宣言いただくということを要件

としたいというふうに考えてございます。 

こうしたことによりまして、さらに、省エネ補助金を使われるような、省エネに取り組ま

れている事業者さんの取組を横展開していくということを進めていきたいというふうに考

えてございます。 

39ページ、今後のスケジュールですけれども、まず試行運用で開示を宣言いただいた 47

社さん、プラス省庁のシートに関しては、今月末に公表を予定しております。 

さらに、令和６年度の本格運用に向けまして、明日から参加事業者の募集を開始する予定

でございます。 

このページの一番下のほうにフロー図を書いておりますけども、今年の７月末までに出

てきた定期報告書の内容につきまして、もともとこれは令和７年、１年後に開示するという

段取りでおったのですけれども、去年の秋以降にいろいろご意見いただく中で、やはりタイ

ミングとして若干遅いので、もっと早く出せないのかというご意見がございましたので、今

年の秋の段階で速報版というのを開示させていただきたいというふうに考えてございます。 

最後、41 ページからでございますけれども、省エネ法のきめ細かな執行に向けてという

ことでございます。 

例えば、エネルギー消費原単位が直近２年連続で悪化をしているような事業者さん。こう

した事業者さんを、我々、Ｂクラス事業者というふうに呼んでいるわけですけれども、これ

が毎年大体 2,000社、年によって当然違いますが、左下の表にありますとおり、大体 2,000

社前後がこのＢクラスに該当するということで、かつ、それが３年あるいは４年連続してい

らっしゃる事業者さんもいらっしゃると。こういったところも踏まえまして、今回、省エネ

が長く停滞している、そうした事業者さんに対して、原単位がなぜ悪化しているのか、改善

の見通しがどうなのかということについて、省エネ法に基づいて追加的な報告を求めつつ、

実際、現地調査に赴いて、改善に向けた意見交換、助言を丁寧に行うといった形で、この法

律というのをきめ細かに執行していきたいというふうに考えてございます。 

続いて、42 ページであります。中小企業の省エネの取組ということでありまして、これ

まで我々のほうで、省エネ診断などの支援策というのが拡充をしてきたというところでご

ざいますけれども、まだ中小企業に対して十分浸透しているとは言えない状況という中で、

中小企業における潜在的なニーズを掘り起こして、中小企業の省エネをさらに促進するた

めに、地域の金融機関、省エネ団体との連携を強化できないだろうかと。具体的には、省エ

ネに積極的な姿勢を有する地域の金融機関あるいは省エネ団体との間で、新しいパートナ



12 

ーシップという枠組みを立ち上げた上で、中小企業に対して省エネ診断を促していけるよ

うな仕組みというのをつくれないだろうかと考えております。 

こうした中小企業の潜在的な省エネ診断のニーズを掘り起こすことができれば、地域の

省エネ団体の側でも、診断体制の拡充だったり、新しい参入があったりということで、省エ

ネ専門家の人材の裾野拡大にもつながるのではないだろうかということでございまして、

今回、こうしたパートナーシップに参加をいただけるような機関の支援を受けて省エネ補

助金を申請する中小企業に対しては、事業性の裏打ちがあるということで、省エネ補助金の

採択時に加点措置を行うことも一案ではないかということで、パートナーシップの構想の

検討を進めていければなと考えてございます。 

43 ページであります。省エネ法の対象拡大ということで、ちょっと冒頭に申し上げまし

たけれども、今、省エネ法の対象となっていない活動の中には、一定程度エネルギー使用量

が大きいものがあります。 

今、温対法に関する検討会でありますけれども、社用車・公用車というものの走行につい

ては、ＣＯ２の排出量がそれなりに大きいものですから、制度の対象に追加すべきだという

ご提言をいただいてございまして、こうしたことも踏まえまして、この社用車などについて、

省エネ法の対象にすることについても検討したらどうかというふうに考えてございます。 

最後のページであります。ＤＸ、ＧＸを受けてということで、今後の電力・非化石エネル

ギー需要の増加というものを踏まえて、これについてエネルギーの側面からは、電力の安定

供給を確保するとともに、省エネの取組というのを進めていくというのが大事かなという

ことでございまして、特に、省エネといいますと、最新機器の導入や運用改善、あるいは積

極的に将来技術の開発・実装を進めていただくことが効果的ということで、下のほうで、デ

ータセンターにおける効果的な取組の例ということで、左側に今も可能な省エネに向けた

取組、右側のほうで、先ほど技術戦略でもご紹介したような、将来技術を活用した取組とい

うことで、幾つかの例を挙げさせていただいております。 

こうした機器とか技術の開発・実装を促すために、どのように取り組んでいくのがよいの

かという点に関して、ご意見を賜れればと思っております。 

私のほうからは以上でございます。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。事務局からのご説明への質疑やご意見は、この後のプレゼンの

後にお願いをしたいと思います。 

それでは、続きまして、プレゼンテーションセッションに移らせていただきます。 

本日は、日本冷凍空調工業会と電気事業連合会を代表して、日本冷凍空調工業会、星様か

ら 10分程度プレゼンテーションをいただきます。 

開始から 10分を経過したタイミングで、事務局でベルを、失礼ですけど、鳴らせていた

だきますので、目安としていただければと思います。 

なお、プレゼンテーションへの質疑につきましても、この後の自由討議にて受付をさせて
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いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、エコキュートのＤＲ対応について、日冷工の星様よりご説明をお願いいたしま

す。 

○星オブザーバー 

はい、ありがとうございます。日本冷凍空調工業会の星でございます。 

本日はエコキュートのＤＲ対応につきまして、配付されております資料に基づいて説明

させていただきます。 

本件につきましては、私ども機器メーカーと電力事業者と連携しながら進めておりまし

て、現在の検討状況について説明させていただきます。 

まず資料３ページ目でございますけれども、検討の経緯についてのちょっとここはおさ

らいとなります。 

昨年 11月末の省エネ小委におきまして、ヒートポンプ給湯機のＤＲｒｅａｄｙ化につい

て課題が整理されまして、機器メーカー、小売電気事業者の取組について議論がなされたと

ころでございます。 

これを受けまして、弊会の家庭用ヒートポンプ給湯機技術委員会の傘下に、ＤＲ対応検討

ワーキンググループを立ち上げました。ちょっとページを戻っていただけますか。２ページ

目になります。エコキュートを製造販売しております機器メーカー７社、それから東電、関

電、電事連、電中研の方々をメンバーとしまして、機器メーカー、電力会社、それぞれにお

ける課題、あるいは問題点、これを抽出し、検討を進めているところでございます。 

資料４ページ目になります。 

これは先ほど省エネ課さんからも資料のご紹介がありましたが、前回の省エネ小委で指

摘された課題であります。下の四角い囲いで三つの課題が示されておりますけれども、私ど

もがこのワーキンググループで取り組んでおりますのが、二つ、２点ございまして、左の四

角にありますエコキュートが夜間蓄熱機器であることで、昼間にシフトできる電力使用量

に制約がかかっており、要すれば、規格や契約要件等の見直しにより、ＤＲやＤＲポテンシ

ャルを最大限に活用すべきであると、こういった点。 

それから二つ目が、真ん中の四角にあります需要家の行動変容に頼ったＤＲではなくて、

遠隔制御あるいは自動制御といったＤＲの高度化、これへの対応という、この二つをこのワ

ーキンググループのほうで検討しております。 

この認識の下、５ページ目になりますけれども、まず一つ目の課題であるヒートポンプ給

湯機の最大限活用、ここでは私どもの整理として、「自律制御型ＤＲ」と整理して、求めら

れる機器仕様について、まずＳＴＥＰ１として機器出荷時に各電力会社のＤＲ電力メニュ

ー、これは基本的に昼間にシフトするメニューでございますが、これに対応した制御を行う

よう、しっかりプリセットするということでございます。これは後ほどまたご説明いたしま

すが、電力さんからそういったメニューが出始めていますので、そういったメニューに対応

すべく、出荷時にプリセットすると、これがＳＴＥＰ１でございます。 
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それからＳＴＥＰ２として出荷時にプリセットされた機器でも、電力小売会社の変更で

すとか、あるいは同じ会社でも新しい電力メニュー、こういったことの変更に容易に対応で

きるように、リモコン操作、あるいはメーカーアプリ等で新メニューを選択することを可能

とする、こういった機能を開発することが課題だというふうに整理いたしております。 

それから二つ目の課題であるＤＲ高度化への課題につきましては、ここでは、この資料上、

外部指令応答型ＤＲとして整理しておりまして、ＳＴＥＰ３として電力小売や、あるいはア

グリゲーターからのＤＲ指令に従って機器が自動で上げ・下げのＤＲを行うものとして整

理し、機器メーカー側ではこれに求められる機器仕様の検討を行う必要がある。 

それから、こうしたメーカーの機器仕様を検討するためには、電力会社側では契約要件と

して提起された課題との関係で、これは基本的に昼間にシフトするのが、促進するというの

が必須になってくると思いますし、そういった具体的なメニューやサービスの設定の検討、

これが必要になるというふうに整理しています。 

今申し上げましたこの契約要件の課題につきまして、現状の検討ですけれども、６ページ

目になります。 

いわゆる夜蓄要件がその再エネ余剰の見込まれる昼間、沸き上げシフトを制限している

という課題につきまして、そもそも夜蓄要件というのは、夜間蓄熱式機器、これを使用して

主に夜間に沸き上げを行う、蓄熱を行うということを指しております。 

資料としてはその定義につきまして７ページに参考として記載しておりますが、これは

定義はちょっと細かいので割愛させていただきますけれども、ヒートポンプ給湯機はその

夜蓄機器として今まで普及してきているという実態を踏まえますと、現状で多くの既契約

が存在する中で、現在の夜蓄要件を廃止するというのは現実的ではないということだと思

います。というので、その夜蓄要件のあるメニューと、あとそれ以外のメニューにも対応で

きるようにすることが必要なのではないかというふうに考えております。 

これに対応するためには、一つ目としては、機器としてはその工場出荷時に主たる沸き上

げを夜間とする運転制御、従来の夜蓄要件を満たす、これのソフト、それと主たる沸き上げ

が夜間に限らない運転制御ソフト、要するに夜蓄を要件にしない、この両方の仕様を搭載し

た機器であれば、夜蓄要件に該当するというふうに認められるかどうかというところを今

メーカー、あるいは電力会社間で確認してきております。一応これについては確認できてき

ていますので、こういった方向を目指していくということになります。 

それから二つ目なんですけれども、主に夜間に沸き上げを行うという点については、従来

の夜間型メニューに加入している需要家が昼間に沸き上げを行うＤＲで対応する場合であ

っても、主たる沸き上げが夜間に行われているという実態、あるいは今後の想定が示唆され

ます。夜蓄要件を要は逸脱しないことをメーカーと電力会社間で、ここは確認できましたの

で、今後夜蓄要件が昼間沸き上げシフトを制限するような状況というのは、こういうことは

実状としてないんじゃないかということを確認しております。 

続きまして、８ページ目から 10ページ目では、現在、既にエコキュートの沸き上げ時間
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を昼間に変更するサービスが受けられる電力料金メニュー・サービスへの取組、これについ

て先行事例を示しております。 

８ページ目は東京電力と中国電力さんの例で、どちらも従来どおり夜間単価が安くて、昼

間単価が高いメニューの設定ですけれども、特定の時期、例えば端境期の昼間使用量に対し

て、料金の割引、あるいはポイントの還元と、こういったサービスが受けられるものです。 

それから９ページ目でございますけれども、こちらは九州電力さんの例で、これはどの時

期でも昼間単価を相対的に割安に設定して、それ以外の時間帯は昼間よりも高めに設定さ

れています。 

それから、さらに 10ページ目でございますけれども、こちらは中部電力さんの例で、Ｄ

Ｒ指令に応じることでポイント還元としてインセンティブを受けることができると、こう

いったサービスの紹介でございます。 

ただいまこれらの例が示しますように、既に九州電力さんの事案では、昼間の電気を使い

やすくする契約要件というのが実現しております。また、東京電力さんや中国電力さんの場

合には、従前の夜間より昼間が高いメニュー設定ですけれども、期間的に、部分的に昼間の

電気シフト、これを行っております。 

ただ、これを行った場合でも、先ほど申しましたように、通期では夜蓄要件を逸脱しない

という結論でございます。こういったメニューに機器が自律的に対応すべく今、開発をこれ

から行っていくというところでございます。 

ただいままでご説明しました内容、状況を踏まえまして、11 ページ目になりますけれど

も、こちらで今後の開発における主な課題を整理いたしました。 

冒頭申し上げました夜蓄から昼間沸き上げへのシフトを目指した自律制御型ＤＲについ

ては、ＳＴＥＰ１、ＳＴＥＰ２が課題、それから遠隔制御、自動制御といった外部指令応答

型についてはＳＴＥＰ３、これが課題として整理しております。 

表の見方でございますけれども、課題の種類ごとに整理しまして、機器使用については、

自律制御型ＤＲ、これはメニュー・サービスに応じた昼間へのシフトについては、ＳＴＥＰ

２のうえで、丸で示しました新たな電力メニュー、サービスのアップデートが可能となる通

信機器の搭載、これが課題となります。 

それから、外部指令応答型ＤＲについては、ＳＴＥＰ３の列になりますけれども、メーカ

ー、電力間におけるＤＲ指令通信方式、多分メーカークラウド経由なのか、ＨＥＭＳ経由な

のか、こういったところの方式の統一化、それからメーカー、電力間におけるＤＲ指令の通

信方式、時間帯になるのか、開始／終了時刻とするのか、あるいはその指示のタイミング、

前日の夕方だとか、あるいは直前なのかとか、こういったところの統一が課題となります。 

以下、同様に契約要件につきましては、先ほど説明しましたように主に夜間に沸き上げる

ものと昼間に沸き上げる両方の運転制御ソフト、これを搭載した機能が夜蓄要件として認

定されることによって、夜蓄要件の課題をＳＴＥＰ１、２、３、全てにおいて解消できるも

のと考えており、この表では済としております。 
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また、昼沸き上げメリットのある電力料金メニュー、サービスの設定につきましては、先

行事例として既に一部実施されておりまして、ＳＴＥＰ１、２において、今後出てくる各種

サービスに機器が自律的に対応する開発を行っていくということから三角としております。 

ＳＴＥＰ３の外部指令応答型ＤＲにつきましては、ＤＲ指令応答事業インセンティブ設

定、これが課題となってくるというふうに整理しております。 

それから運用や費用負担、特許関係等の対応につきましては、統一サーバーによるメニュ

ーですとか、ＤＲ指令情報等の運用管理、コスト回収、あるいは統一サーバーの維持管理コ

ストなど、自律型ＤＲ、外部指令型ＤＲ、両方に共通する課題でございますので、ＳＴＥＰ

２、３、両方に整理しています。 

12 ページ目が最後になります。これらの課題への取組のスケジュール感ですけれども、

ＳＴＥＰ１の自律制御型ＤＲのうち、機器出荷時にＤＲ対応電力メニューを搭載し、そのメ

ニューに対応した制御を行うことにつきましては、既に一部電力会社は実施済みであり、メ

ーカー各社も順次対応していくもので、７月から８月にはその状況について確認をすると

いう整理でございます。 

ＳＴＥＰ２の新しいＤＲ対応電力メニューをリリース後、リモコン操作やメーカー、アプ

リ等で新メニューを選択することを可能とするという機能を搭載する。これにつきまして

は７月を目途に詳細な仕様検討を含め、対応レベル、これを確認していくという整理にして

います。 

ＳＴＥＰ３、電力の小売あるいはアグリゲーターからの外部指令応答型につきましては、

掲載した課題についてまだ不確定要素が多くて、継続的に検討するということになります

けれども、一応８月を目途に規格や仕様について、安全性、あるいは性能を確保するために

何が必要になるのか、必要ではないのか、こういったところの要否を検討して、その結果に

ついて明らかにすることを目指すという線で今引いております。 

すみません、長くなりましたが、ご報告は以上でございます。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。 

それでは、自由討議に入ります。本日の議題に関しましてご意見、ご質問がございました

ら、ご発言をお願いいたします。 

事務局よりご説明をいただいた内容に限らず、先ほど発表いただいたプレゼンテーター

へのご質問があれば、併せてご発言をお願いいたします。 

なお発言の順番でございますけれども、委員、オブザーバーの順番とさせていただきます。 

それでは、委員の皆様、ご意見等がございましたら、チャット機能でご発言希望の旨をご

連絡ください。また対面でご参加されている委員におかれましては、ご発言希望の場合、目

の前のネームプレートを立てていただけますと幸いでございます。 

発言時間は一人４分程度でお願いをいたします。発言時間が４分を経過したタイミング

で、失礼でございますけれども、事務局よりベルで合図をさせていただきます。 
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いかがでしょうか。 

それでは、寺澤委員、お願いいたします。 

○寺澤委員 

私のほうから大きく、まず４点、申し上げたいと思います。 

まず１点目ですけど、ユーザーへの働きかけというのは非常に重要だと思うのですけれ

ども、やっぱり実効性がなきゃいけないと。今日のお話ですと、例えば顧客に対する情報提

供の数とか、割と形式的なものを見ているということで、アウトカム、実際に省エネにつな

がる、需要シフトにつながる効果というのがアウトカムだと思うので、これは難しいですが、

何らかの形で把握をしていく。把握を試みた上で足りなければ見直していくということが

重要なのかなと。 

これに関連してですけど、ヨーロッパだと、エネルギー供給事業者が高効率エネルギー機

器を提供することまでやっている。いろんなリースとか、リベートとか。じゃあ、それにつ

いてやるのか、やらないのか。やるならその理由、やらないなら、なぜなのか。やはりそれ

はきちんとやっぱり整理する必要があるだろうと思います。 

その上で、何か嫌々エネルギー供給業者はやらされているという感があるのですけれど

も、これがいろんなＣＯ２を減らしたり、あとは設備の有効利用につながるというメリット

もあるんだろうと。このメリットを定性的じゃなくて定量的にやっぱりしっかり分析して

提供して、かつ、究極的には消費者にもメリットがあるということを定量的に示すことが重

要かなと思います。 

大きく２点目は、ＤＲｒｅａｄｙというのは非常に重要なことだと思います。ただ、今日

もお話がありました、プレゼンでもありました、料金がないと進まないと。ちょっと今日初

めて聞いて、私はよく分からないのですけど、やたら夜蓄要件を逸脱しちゃいけないと。何

となく昔は分かるのですけど、今、夜蓄要件にそこまでこだわる必要があるのかということ

について、ちょっと分からなかったので教えていただきたいのと、いろんな料金メニューが

出始めているんですけど、まだ多くの会社さんや電力会社に広がっていない。かつ、中部電

力もすごく先進的なメニューをやっているのですけど、ポイント還元だけとか、いろんな意

味で電力メニューの見直しの中身が、本当にこうしたＤＲｒｅａｄｙの機器の高いコスト

を乗り越えて導入を進めるものだけの強力なものになっているかどうか、これはやっぱり

よくよくアセスしなきゃいけないと。 

その上でタイミングが、ＤＲｒｅａｄｙの対応を機器に求めるのと、こういうインパクト

のある電力料金が導入されるタイミングが合ってなければよくないので、その時間軸の整

合性というのは、ぜひ確保してほしいというのがＤＲｒｅａｄｙについてです。 

３点目にイノベーション、重要なのですけれども、戦略が肝心です。戦略の要諦というの

はやっぱり重点化するということなのですけども、どんどんカバレッジを広げていくとい

うところで、悪くはないんですけども、カバレッジを広げた上で何にリソースを重点的に投

入するのか。幅広くやるということと重点化というのを合わせてやらないと、たくさん載せ
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てリソースが分散して何も進まないということになりかねないので、やっぱり戦略の本質

に立ち戻った対応が必要かなと思います 

そうした中では、たくさんあるのですけれども、絞らなきゃいけないということで言うと、

今、国際的に議論されているのはＨａｒｄ‐ｔｏ‐Ａｂａｔｅセクター、 

つまり産業分野の電化を進めることは難しいと。ここはみんな言っていることだと思う

ので、ぜひ産業分野で使えるような、インパクトのあるヒートポンプの開発が世界で求めら

れており、日本がこれを先導すれば世界の最先端に立てる。これはやっぱり真に戦略的にや

らなきゃいけない分野だと思います。 

もう一つ、ＡＩによって電力需要が増えると。ただ、今日のお話、どちらかというとデー

タセンターにおける省エネだけなのですけど、じゃあ、ＡＩを使い、あるいは個々の省エネ

だけじゃなくて、システム全体でどうやってエネルギー効率化をするのか、この視点がやっ

ぱり弱いんだろうと。これは必ずしも技術開発だけじゃなくて、ＡＩを使ってシステムワイ

ドに省エネできるという定性論はあるのですけど、どれだけインパクトがあるのか。じゃあ、

今後のエネルギー基本計画の見直しの中において、これにどれだけ期待できるのか、定量的

に全く今、分からないわけです。狭い意味の技術開発じゃなくて、そういうＡＩを使って、

個々じゃなくてシステムワイドにやったときに、どれだけインパクトがあるのか。その定量

的な把握をするということが重要だと思います。 

最後に中小企業、とても重要だと思います。その中で地域金融機関、とても重要だと思い

ます。私、昔、中小企業金融をやったものですから、その際、非常に彼らは自分たちの地域

におけるレピュテーションというのを気にしていて、お互いに競争し合っているので、こう

した省エネに取り組む地域間の取組の差が分かるように、例えばミシュランの星印、１、２、

３じゃないですけど、差をはっきり設けるということが、地域金融機関が真剣に取り組むと

きのきっかけですし、中小企業政策との連動で、今日あったのは、どちらかという省エネ補

助金とか補助金に絞った対応だったのですけれども、中小企業政策の一番大きいのは金融

なんです。信用保証だったり、日本政策金融公庫、その一番強力な中小企業金融のツールと

のリンケージは今日はなかったのですけれども、そこをやはり指向しないと中小企業は動

かないということです。 

まずはこの４点、冒頭申し上げます。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。 

それでは、先に会場の鶴崎委員、お願いいたします。 

○鶴崎委員 

鶴崎です。ご説明ありがとうございました。 

まずエコキュートのＤＲ対応についてプレゼンいただき、ありがとうございました。エコ

キュートは省エネ・非化石・ＤＲ、３本柱に、それぞれ関連する非常にシンボリックな機器

だと思いますので、こうした検討が進んでいることを心強く思いますし、ますますそれを加
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速化していただければと思います。 

それから事務局のご説明に関して幾つか申し上げたいと思います。 

まず一つ目は、新しくご提案のあったエネルギー供給事業者に向けた新制度ということ

でございます。方向性もやろうとしていることも大変重要だと思いますし、よろしいかと思

います。細かい制度設計は今後の議論に委ねられるということですけれども、最終的には想

定省エネ量の報告も期待するというようなお話もございました。この点は今、寺澤委員から

もありましたとおり、アウトカムとして非常に重要なところですので、この想定省エネ量で

すね。ぜひ透明性のある形で開示していただけるような方向でやる必要があるかなと思っ

ています。 

ただ、それには様々なノウハウ、リソースの問題等もございます。この制度をやって評価

するという流れの中で、事業者さんにとってしっかりこれをやりたいと思っていただける

ようなものにするためには、様々な制度的な措置が必要ではないかと思っています。 

この前の会議でも、前々回かもしれませんが、申し上げたとおり、もともとエネルギー事

業というのは、売上げを上げて量を販売して収益を上げるという構造になっていますので、

それと反する部分も、省エネの取組にはございます。それを喜んでやっていただけるように

するには、米国の一部の州で行われているようなデカップリングの考え方、規制環境が違う

中でなかなか難しい面もあると思うんですけれども、そうした視点を持った検討をして、事

業者がインセンティブを得て、これに真剣に取り組むことが自分たちのメリットにもつな

がるんだという確信の下、取り組んでいただけるような、そういう仕組みが今後必要になっ

てくるんではないかと思います。 

それから結果の開示も、19 ページのスライドのところで、公表様式をご提示いただきま

した。こちらはどのような形になるかは、これからだと思うんですけれども、ぜひサードパ

ーティーの事業者さんがこうした状況にうまくアクセスして、消費者の皆さんに分かりや

すく提供できるような、そういう形態を目指していただければと思います。 

それから２点目ですが、定期報告の開示制度についてご説明がありました。これも非常に

重要な取組だと思います。これまで、この情報というのは事業者自ら、あるいは経済産業省

が解析して、省エネを進めるのにサポートしていく、そういう形で使われてきたものだと思

うんですけれども、今後投資家をはじめ、様々なステークホルダーがこれを利用して、その

事業者との関係を深めていくようなということも期待されますので、そのステークホルダ

ーの視点で重要な情報とは何か、あるいは分かりやすい指標とは何かといったことが、今後

求められてくると思います。 

その意味では、そうしたステークホルダーの意見を収集する機会を意識的に設定するよ

うなことが必要になるんではないかと思います。投資の世界では様々なほかの仕組みでも

情報開示が進んできているところですので、そうしたものとどういうすみ分けしていくの

か、役割分担をしていくのか、あるいは足並みをそろえていくのか、そうしたところが求め

られると思います。 
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一方で、当事者である自社、あるいは業界が、この指標を使って省エネを進めるというこ

とが肝要でありますので、引き続きその指標の在り方について、今までベンチマーク制度で

大変きめ細かい指標の検討も進められてきましたので、その辺りをより進化させていくと

いうこともありますし、長年使ってきた原単位という指標についても、少し考え方を柔軟に

見直す必要もあるのかなと思っております。 

原単位に関しては、活動量当たりのエネルギー消費量ということで、非常に分かりやすい

指標ではあるんですが、産業が成長する時期ですとか、高付加価値製品にシフトしたりとか、

あるいは残念ながら衰退してしまうようなタイミングで大幅に悪化するというようなこと

が起こることもございます。そういう指標をより分かりやすく、事業者自らも分析に役立て

られるようなものにするための創意工夫が求められると思いますので、この点についても

検討を進めていただければと思います。 

最後に３点目、地域の取組です。こちらも非常に重要だと感じていますが、既に省エネル

ギー課さんでもこれまでの取組があったかと思いますが、なかなか難航しているような話

を伺うこともありました。その辺りの現場の声にも耳を傾けて判定をした上で、今後どうい

うふうにやっていくべきかというところを改めて考えていただきたいと思いますし、また

環境省でも地域の視点というのは、地域金融を含めていろいろ取り組まれているかと思い

ますので、その辺りをすみ分けする必要があるか、あるいは連携する必要があるのか、その

辺はいろいろあると思うんですけれども、いずれにしても、意見交換しながら進めていただ

ければと思います。 

以上です。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。 

それでは、オンラインでご参加の青木委員、お願いいたします。 

○青木委員 

ありがとうございます。事務局、そして事業者の方、共に簡潔に資料をコンパクトにおま

とめいただき、かつ、プレゼンをいただきありがとうございました。 

それでは、ちょっと私のほうからは２点ほど最初に質問させていただいて、その後ちょっ

とコメントをさせていただこうと思っております。 

15 ページ以降に、エネルギー供給事業者による消費者の省エネ等を促進する制度、それ

に関しての構想が示されておりますけれども、16 ページの右側、「その他想定される指標」

というところで、想定省エネ量であるとか、その次のページでも想定非化石転換量、想定Ｄ

Ｒ量ということがちょっと書かれているんですけれども、これに関して、例として書かれた

のかなとも思いつつも、単純にこうしたものはある程度、報告のところから相関は読み取れ

るんではないかとは思うんですけれども、それを量として算定できるのかなというところ、

そこが単純にちょっと私としては分からなかったので、ちょっとご質問させていただきた

いと思います。 
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二つ目の質問ですね。22 ページ、海外の事例の紹介の中で、罰則という記載があります

けれども、これはサイバー攻撃を想定したものなのかなと思いつつお伺いしていたんです

けれども、そうであれば、どれぐらいのそういう罰則を科した件数があるのかとか、金額が

どれくらいだったのかとか、そういったところ、日本にとっても今後非常に重要な点かと思

いますので、そういったところについて、ちょっとご教示いただければというふうに思いま

した。 

あとは、従来のその省エネコミュニケーション・ランキング制度というものをやってきて

おりますけれども、今後、新たな制度をつくるに当たっても、まずは広く認知されること、

そういったことが非常に重要かなというふうに思っております。ですので、このＣＯ２削減

ですとか、脱炭素化のために省エネを行う意義ということを消費者も幅広く理解していく

ということが、社会的な効果は大きいと思われますので、こうした制度の広報についてテレ

ビの情報番組ですとか、新聞、政府広報のＣＭ等、多様な媒体を活用して認知度アップに努

力をしていただければありがたいなというふうに思います。そうしたことで、世間の注目が

集まることで、事業者さんにとってもモチベーションアップにつながると思いますので、こ

こはしっかりやっていただければと思います。 

また、報告する事業者数の上限、これについてはしっかり分析を行っていただいて、次年

度に向けて報告者が上がるよう、個社へフィードバックする等メリットについて事業者さ

んへのアナウンスが必要なのかなというふうに思っております。 

あと、新たな報告制度ということで、18 ページ以降、様式についてのご提案が記載され

ているんですけれども、ちょっとこれを拝見して、私としては備考欄の充実が重要ではない

かなというふうに思いました。ＰＤＣＡを考えると、何がよくて何がいま一歩だったのかと

いった自己分析といったようなもの、そういったものが後々のためには重要ではないかと

思います。公表が前提となりますと、提出する事業者さんにとっては書きぶりが非常に悩ま

れるところではあると思いますけれども、目指すべき姿を含む事業者としてのスタンスが

表れるものになっていれば、投資家や消費者など、ステークホルダーの方々の注目を集める

ことともなりますので、事業者さんにとってもメリットになり得る可能性のある欄になっ

ていくのではないかと思います。なので、備考欄という表現だと、あくまでもおまけ的な、

ちょっとニュアンスも感じられますので、今後の展開につながるような、前向きなスタンス

を記述するような名称にしていただくとよろしいのではないかなというふうに思いました。 

あと 21ページ以降、給湯器のＤＲｒｅａｄｙ化の要件検討についてですけれども、特に

セキュリティーに関してご配慮いただければというふうに思います。スマートメーター導

入の際にも、やっぱり懸念を示されるような、生活者の方、そうした方のお声を聞いたこと

がございましたので、生活する中で自宅にある機器が通信機能等を持つことによって、外部

に情報が流れることに対して、自分の生活をのぞかれるような感覚を持つ方というのは、一

定数いらっしゃると思いますので、この点についてはちょっと念頭に置いていただけると

ありがたいかなというふうに思いました。 
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41 ページのところ、省エネ法のきめ細やかな執行については、特に２ポツ目が非常に重

要かなというふうに思っております。ＰＤＣＡのＣに当たる部分なので、①の追加報告、②

の現地調査において改善に向けた意見交換や助言、これらは非常に重要なので、ぜひやって

いただければというふうに思いました。 

全体として省エネというのはやはり事業者さんにとっても生活者にとっても、日々の細

かな積み重ねの結果であり、ある意味、ちょっと地味な側面を持っております。そうした点

で、社会的存在である事業者さんの取組というのは大きな影響力があり、どの事業者がどれ

だけ汗をかいたか、そういったことが分かるように、注目されることが事業者さんのモチベ

ーション維持のためにも重要であり、また消費者に対しての広報にもなるのではないかと

いうふうに思っております。 

そうした意味で、表彰制度みたいなものについて検討いただくのも一つかと思いますけ

れども、どうした企業がどれだけ汗をかいたか、そういったことについて、どういう、この

制度全体についての注目度を集めるための仕組み、褒めたたえる仕組みとして、表彰制度と

いうものを一例として、社会的意義として、そういう褒めたたえる仕組みというものについ

て、今後検討いただければというふうに思いました。 

雑駁ですが、私からは以上です。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。いただいた質問、少し意見をいただいてから、まとめて事務局

から回答をいただきたいと思います。ありがとうございます。 

それでは、塩路委員、お願いいたします。 

○塩路委員 

ありがとうございます。聞こえておりますでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○塩路委員 

いよいよ令和６年度からＧＸ補助金の活用も含めて、実運用が具体的に始まっていくと

いうことで、エネルギーの使用全体の削減ですね、これにつながる成果が期待されると思い

ます。 

その中で今回ご説明いただいた論点及び現在お考えのＤＲ促進だとか、ＤＲｒｅａｄｙ

に向けた措置については、できるところからまず走り出そうという意図も感じられますし、

これまでの小委での意見を反映されたものと評価しています。 

特に省エネランキング制度についての状況及びその活用については、徐々に周知の拡大

が図られているということで、各業界それぞれにおける取組と今後の活用及びさらなる発

展に期待しています。 

ただし、ここでは結果概要として平均点の増加をご紹介いただいたんですけれども、その

平均点というよりも点数の分布ですね。それと、その変化を評価するということも重要じゃ
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ないかなと考えています。 

省エネ対応の底上げを図るという中で、重要だと思われる定期報告とその開示の仕組み

ですけれども、プレッジ・アンド・レビューの組み込みも相まって、各業界それぞれの省エ

ネにつながることが期待できると考えています。今後の省エネ促進に向けてよろしくお願

いしたいと思います。 

最後にですが、ＤＲ対応としてのワーキングでの課題整理は非常に参考になりました。ご

紹介いただいた電力料金メニュー、サービス事例は、地域特性を踏まえたダイナミックプラ

イシングと理解しており、経済合理性のある、非常に参考になる取組と評価しています。た

だし、これらの措置について、こういうことをしましたということはいいんですけれども、

ＤＲ対応としてのその評価がどうなっているか、事業者さんの受け止めであるとか、あるい

は何かの気づきであるとか、そういうことについて、それが大事だと思いますので、それを

簡単でもよろしいので、お聞かせいただければなと思いました。今後の展開も含めて、様々

なアイデアが社会実装されればよいと思います。 

すみません、以上です。よろしくお願いします。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、江崎委員、お願いいたします。 

○江崎委員 

ありがとうございます。３点ほどお話しさせていただきます。 

一つ目は、長期的に大体、今までの議論というのは大体オペレーショナルカーボン、いわ

ゆる運用時のカーボンフットプリントをどうするかというところが主に行われてきたと思

いますけども、特にヨーロッパを中心に最近はエンボディドカーボン、ライフスタイルにス

コープ３という、建物を造ったりするときに必要な原材料に対してのカーボンフットプリ

ントまでを含めたお話というのに入ってきているということになっていると認識しており

まして、そのスコープというのを少し、この省エネというところに、いわゆるさっき言った

オペレーションカーボンにプラスをして、エンボディドカーボンの議論というのをしっか

り入れていくということをしていくといいではないかというふうに、これは政策的にもご

ざいますし、金融面でもあると。 

さらにそこに入っていくと、特に大規模事業者等の移転を含むお話というのが、うまく組

み込めるところになってくるんじゃないかなというふうに考えられますので、オペレーシ

ョンカーボンの次としてエンボディドカーボンのところというのも、ぜひ事務局のほうで

も検討いただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 

それから二つ目は、技術とかノウハウの開示をするというご提案が事務局から行われて

いることに関しては大賛成でございます。もちろん先ほど、この内容に関しての開示に対し

て各営利企業の方々の情報の管理が非常に微妙なところもあるだろうということがござい

ました。 
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それに関して言えば、デジタル庁のテクノロジーマップという、これはＤＸを進めるため

に必要な規制、あるいはルールを解決するためのテクノロジーのマップをつくるという作

業をしておりまして、これは経産省の情報経済課も協力をしてやっている活動になってお

ります。そこにはフォーマットも大体決めていますし、どういう、何のために、どこが問題

で、それをこういうテクノロジーで変えていると。そのために、その技術に関してのリクワ

イアメントはどうなるというところまで整理をしたテンプレートも作っておりますので、

ぜひ、この技術ノウハウの開示ということに関しては、それを少し参照していただくと、日

本として共通のテンプレートとして使えるということになるかと思います。 

その中では、先ほどの日本冷凍空調工業会の中でもありました規制、それから電力会社に

おける契約要件というような話がございました。これは結局のところ、規制に近い、どうい

うルールが新しい技術の導入、あるいはデジタル化というのを、ある意味ストップさせてい

るかということをしっかりと認識をする必要があるだろうというふうに思います。 

例えば、今回の資料でもご参照いただいたデータセンターが、非常に先端的な技術を導入

し、非常に大きなカーボンフットプリントを持っているがゆえに、それ自体を地球環境への

問題と、ビジネスとして省エネだというのを、本当にビジネスベースでやっているというと

ころがございます。 

その中で、例えば直流の技術をデータセンターで使うことによって、非常に大きなコスト

ダウンと省エネができるということも実は分かっておりまして、それに対する対抗として

重要なことが、電力会社が持っている契約要件、内規になりますけども、法律ではないとこ

ろをしっかりと変えていくということが、ビジネス展開において重要だと、鍵だということ

も、実はこれは分かっているところでございますので、ぜひこのノウハウの開示というとこ

ろには、もう一つ、何がその新しいことに対してのハードルになっているのか。要は内規な

のか、法律なのか、ビジネス環境なのかというところも少し考えながらテクノロジーマップ

のようなものを作って、公開していくということが非常に重要なことになるかと思います。 

それから最後は、中小企業の支援というのは非常に重要なことであるというのは、私も本

当に同意するところでございます。ただ、先ほど誰かおっしゃったかと思いますけども、こ

れはＤＲと似た構造になっていて、やっぱりいろんなことを中小企業に要求とか要望して

いると。これがもうたくさん今来ていて、ある意味、どれを先にやればいいんですかという

ことが非常にお悩みになっているという声は聞きます。そういう意味では、やっぱりワンス

トップショッピングで、例えば省エネというのが、テクノロジーマップ的にデジタル化とか、

こういう新技術でできるというところとマップをされていて、それに対する財務の話が関

係をしつつ、そこにはロボット化みたいな話も入ってくると。そうすると、そこには次に来

るのはサイバーセキュリティーになるということを考えると、それこそエネ庁の省エネ課

と経産省のサイバーセキュリティー課というのは、実はワンパックで中小企業と対話をし

ていくというのが非常に重要になっていくと。そうすると、中小企業のアセスメントという

観点から、これは省エネとサイバーセキュリティーとデジタル化というのをワンストショ
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ッピングでやっていくというような施策に持っていくというのが、アイソレートしない形

での、経産省としての政策をつくれる、展開することによって中小企業さんが混乱しないし、

オーバーヒートを少なくしてあげるということも考慮できるんじゃないかなというふうに

思います。 

以上でございます。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

矢野委員、中座される可能性があると伺っておりますけど、もし、先にご希望があれば、

ご発言いただいて結構でございますけれども、いかがでしょうか。 

○矢野委員 

ありがとうございます。矢野でございます。 

最初のところの今後のエネルギー需要側政策の論点というところで、特に４ページの運

輸部門関係でちょっとお話ししたいんですが、今ちょうど、いわゆる 2024年問題の絡みで、

ここに書いてあるとおり流通業務総合効率化法が閣議決定され、動いている、そこの特定事

業者と省エネ法の特定荷主、ここのところが今後絡んでくる可能性が非常に高いというこ

となんですが、そういう中で今、省エネ法上では 3,000万トンキロというところが既定にな

っているんですが、確かにこれ、3,000万トンキロというのが、輸送量から見るとそれなり

にカバーできているんですが、トラック輸送ということになると、あまりカバー率が高くな

いというところがあります。省エネのところでいうと、やはりトラックのところが大きな割

合を占めるので、そういう意味ではやはりトラック輸送のところでもう少しカバー率を上

げるためには、いわゆる特定荷主というところの少し見直しが必要な可能性があるのかな

と。 

同時に今、省エネ法上では準荷主と、言ってみれば着荷主に当たるわけですが、こちらに

ついては、報告義務とか、そういうのはないわけです。ただ、もちろん様々な形で省エネに

ついて努力しろということになっていますが、今度その流通業務効率化法のほうでは、いわ

ゆる着荷主のところについても対象となる。その中で着荷主というのがやはり省エネにも

非常に影響があるということで、省エネの中で、この着荷主をどう位置づけていくかと、今

のような努力しているという形以上のものに持っていくかと、そういうところの議論が必

要かなと思います。 

それから、もう一点、下のほうに社用車の話が出ていて、同時に実はこれはきっと乗用車

の話なんですが、自家用貨物車というのが実際にあって、これの割合は実はＣＯ２排出量が

結構大きいんですね。営業用の３分の２ぐらいのＣＯ２を出しているというところで、この

いわゆる自家用貨物車というのはいろんなものがあるんですが、結構バン形式の車という

のが、自家用貨物車で動いているんですが、ここのところもやはり、それなりに割合が大き

いことも含めて、やはり検討対象にしたほうがいいのではないかと思っています。 

以上です。 
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○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして松橋委員、お願いいたします。 

○松橋委員 

松橋です。よろしいでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。 

○松橋委員 

大きく２点、申し上げたいと思います。 

一つは省エネ化に向けた消費者への情報提供制度の関連で申し上げます。情報提供の在

り方を議論されている、その関連で、価格、電気料金につきましても、前からその省エネ小

委員会で、議論してまいりましたダイナミックプライシング、それに当たるものが幾つか出

てきたということは、大変喜ばしいことであると思っております。特に旧一般電気事業者様

の中でも九州電力のように昼間常に安いという、そういう電力料金体系を出されたことは

非常に注目に値しますし、九電様の場合、特に太陽光の割合が多くて系統運用に非常にご苦

労されていると思いますので、そういう中で、より昼間の余剰の太陽光を需要を増やして吸

い上げられるように、こういうおひさまタイムというものを設けてやっているということ

は、非常に注目に値すると思っております。 

そして、それと連動してＤＲｒｅａｄｙの例えばエコキュートの議論がございました。昼、

安い電気料金であれば、エコキュートを昼に沸き上げることでコストメリットが出てくる

わけですね。この次、公表をすべき内容で、ぜひお考えいただきたいのは、この昼安い料金

体系と、昼沸き上げるエコキュートを組み合わせると、どのぐらいの期間やれば、そこに投

資したものが回収できるのかということを検討できるという、そういう状況になってくる

わけです。 

私ども、省エネ機器に関して、かつて、10 年ぐらい前から電気代そのまま払いというの

を、ＪＳＴかなにかで提唱してやってきたわけですが、要するに、寿命の中で投資が回収で

きれば、これを初期コストゼロで入れて、そして電気代をその省エネの中でローンを払って

もらうような形でやるんですね。そうすると寿命の中でペイバックできるのであれば、電気

代は増やさないで、今のまま払っていただいて、初期コストゼロでこういう省エネ機器を入

れて、そして寿命の中できちんと払い終わって、払い終わったらそのまま省エネによって安

い電気料金を消費者の方に享受していただけると、こういうことですから、省エネＤＲｒｅ

ａｄｙ、こういうものを進めますと、基本的には寿命の中でペイバックできるものは、お客

様に対して、そういう情報提供をし、また、でき得れば、そういうファイナンスの制度を併

せて提供することで、初期コストゼロでその機器を普及できるので、普及促進には大いに役

立つわけです。 

それをやることで、改めてメーカーがもう当然気づきがあるわけで、ちゃんと機器の寿命
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の中で元が取れるかどうか、これをぜひ検証していただいて、それができなければ、基本的

には大きな普及は望めないと。何かすばらしい自動車か何かがあって高いけど、乗ったら未

来を感じられるとか、そういうのは特別な効用がありますが、普通の家電製品はそうではな

いので、基本的には省エネ機器でもＤＲ機器でも寿命の中で元が取れないといけない。そう

いう元が取れれば今言ったような電気代そのまま払いといった仕組みで、初期コストゼロ

で入れて、電気代で徴収すればいいので、普及が大いに促進されるんですね。今後の情報提

供、それからファイナンスの仕組み、さらなる普及のためには、ぜひそういうことをお考え

いただくといいかなと思います。これは、いわゆる再エネでパワー・パーチェス・アグリー

メント、ＰＰＡがありますが、ＰＰＡの省エネにおけるバージョンだと思っていただいて構

わないと思います。 

それから、もう一つは省エネ・非化石転換の技術戦略についてですが、先ほど江崎先生か

ら非常に重要な発言がありました。スコープ３というお話がありましたが、言えば、ＬＣＡ

的視点でぜひ考えていただくということなんですね。これは非常に重要で、例えば太陽光発

電のようなものでも、つくるときにエネルギーが、化石エネルギーを投入しています。特に

多結晶シリコンを製造する、そして純度をイレブンナインとか、純度を上げていくところで

大量の化石エネルギーを投入されているんですね。もちろんそれでもライフサイクルで見

てキロワットアワー当たり 50 グラムから 70 グラムということで、火力発電よりは随分少

ないですが、カーボンニュートラルに向かってはそこを考えていかなきゃいけない。 

それから、リチウムイオン電池なんかもいろんな製造の評価をした例を見ますと、例えば、

電気自動車で 60キロワットアワーの蓄電池、リチウムイオン電池を積んでいますと、10ト

ンぐらいのＣＯ２が出ているんですね。年間１トンで１万キロ走行とすれば、これリチウム

イオン電池の製造だけで１キロメートル走行辺り 100グラムぐらいのＣＯ２が出ているわけ

です。 

そう考えますと、実は省エネと非化石転換というのは、投入される化石エネルギーを製造

部門を含めてＬＣＡ的に考えると、これは同じことで、つまり少しでも投入される化石エネ

ルギーを少なくして、そしてエネルギーの効用を得るということなんですね。 

そう考えますと、これら省エネと非化石転換というのは、非連続なものではなく連続的に

考えることができて、エネルギーシステム全体としては、ＬＣＡ的に考えれば、少しずつ少

しずつ投入される化石エネルギーを少なくしていく、ＣＯ２、カーボンの投入を少なくして

いく。こういうことで目標を達成していけるわけですから、不連続というよりは連続的な効

率の改善という意味で、まさに省エネルギー効率改善という中で統一的に捉えられるので、

すぐにはそういう頭の転換は無理かもしれませんが、大きなＬＣＡに向かう、カーボンニュ

ートラルに向かう転換の中ではそういう発想で、エネルギーシステム全体のライフサイク

ル的な意味を含めた効率向上を目指すと、こういう形でやっていただくと、何ていいますか、

毎年少しずつ効率改善を倍増していくということですが、太陽光発電も蓄電池も含めたさ

らなる製造プロセスの改善と捉えれば、その改善というのは可能になってくるし、プロセス
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の改善もいろんな工夫が見えてくると思います。 

以上です。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして林委員、お願いいたします。 

○林委員 

林でございます。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○林委員 

ありがとうございます。事務局の丁寧なご説明ありがとうございました。私から何点かコ

メントをしたいと思っております。 

まず、21 ページの資料をお願いいたします。こちらＤＲの参加率・実施率とか経済的イ

ンセンティブ、そしてヒートポンプ給湯機の活用ということで非常に大切だと思っており

ます。特に先ほど日本冷凍空調工業会の方からもご説明がございましたけれど、ヒートポン

プ給湯機の話を進めて、参加率・実質率を増やすというのは非常に良い試みだと思っており

ます。一方で、今後の展開にもなるのですけれども、どんな電力小売事業者の方々も、この

ヒートポンプ給湯機を使ってＤＲできるというようなオールジャパンでのしっかりした制

度設計とか、標準化対応というのが大事だと思っておりますので、そこはぜひ引き続きお願

いしたいと思います。 

そういった意味では 23ページに事務局から提案されたお話がございますけれども、特に

そのＤＲｒｅａｄｙは一体何だとか、そのＤＲｒｅａｄｙの要件ですね。その要件で一番下

にございますけれども、こういった通信接続機能とか外部制御機能とかセキュリティーを

チェックすることで、国際標準化の対応もしっかりしていただくことが大事です。 

日本の強みでもありますので、産業競争力強化の上でも、国際標準化とのコラボをしてい

きながら、国民の皆さんにもしっかりとポイントを共有していくということが大事だと思

っております。 

続きまして今度は 26ページ、お願いいたします。「省エネルギー・非化石エネルギー転換

技術戦略」（案）のポイントということで、こちらも強みをしっかり出していただいた三つ

の項目は大事だと思っております。 

電気の需要の最適化（ＤＲ）の推進に必要な技術を追加ということで、もう釈迦に説法だ

と思いますけれども、要は時間変動する再エネ、今、出力抑制とか変動があるというときに、

それをいかに、こういった産業・家庭部門のＤＲで吸収するかということだと思っています。

それが結果的には安く余った太陽光発電を使えるとか、そういったことだと思っていまし

て、ここに書いてあります特に民生用の電気機器ですね、給湯器とか、空調機器、蓄電池、

ＥＶ／ＥＶ充放電器という話が大事で、ポイントは、私たち、いろいろこれまでもディマン
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ドリスポンス、国の実証とかやってきていますけども、一番下の大量の機器を正確に制御す

る技術、これらのリソース・アグリゲーションといって、この数がたくさんないとなかなか

難しいということがございます。 

ここでデータセンターや、ＥＶの一斉充電の回避とか、いろんな議論が入ってくるという

ことでございまして、もうちょっとだけ踏み込んで説明させていただきたいです。例えば 32

ページが特に特出ししていただいている感じになっているので、32 ページをお願いしたい

と思います。 

こちらが先ほど私が申し上げました一番最後の欄の①というのは、今後ＤＲ対応でいい

ですけど、ポイントは②でございます。これは例えば、2026 年から低圧のリソースと言わ

れているんですけど、そういったもののアグリケーション、束ねたものを 100万ワット以上

束ねますと、それが市場で取引できるようになるということであります。要はその経済的イ

ンセンティブができまして、それがまた国民の皆さんとか需要家とか消費者の皆さんに還

元できる仕組みができます。たくさん束ねて 100 万ワット以上は束ねないと市場に出せな

いという設計に今はなっているというのはありますけれども、そういった準備ということ

が非常に大事ですし、そこの話をしっかりやっていくということが実は大事だと思います

ので、先ほどの勉強会もありますけども、ここでぜひいろいろ考えていただければと思って

おります。 

あと最後ですけども、43ページですね。省エネ法の対象拡大、社用車・公用車、これは非

常にいい取組だと思っています。先ほどから、私はこれまでの委員会でも発言していますけ

ども、太陽光の余剰をＥＶで吸収するという話があって、そういったものを、こういった社

用車とか公用車ですね、ＤＲｒｅａｄｙ化をこういうところの社用車・公用車を使う方々が

率先して利用して、その価値をしっかり国民の皆様にして出していくということが実は非

常に大事だと思っておりますので、そういった技術とか制度、両輪で回していきながら、こ

ういった社用車・公用車の拡大を積極的にぜひ進めていくということで、皆さんの一般の

方々の目に届いて分かりやすい制度設計とインセンティブ設計、そして技術の理解の促進

というのを進めていただければと思います。 

私からは以上です。ありがとうございました。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして天野委員、お願いいたします。 

○天野委員 

天野でございます。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○天野委員 

ありがとうございます。事務局とＤＲ対応についての丁寧なご説明、ありがとうございま
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した。エネルギー供給事業者による家庭のＤＲ促進に向けた措置についてですが、省エネコ

ミュニケーション・ランキング制度は消費者にとって分かりやすく工夫いただいており、他

の事業者さんの事例を参考にされながら、さらに独自の工夫を加えて新たな取組を創出さ

れている様子が見られまして、多様な取組が創出されている点でも効果があるものになっ

ていると評価しています。 

一方、省エネ法の運用で参加をお願いする形であるため、多くの事業者の方が参加されな

いと意味が薄れるという点で、今回の規定指標の数値化を盛り込んだ新制度のご提案と理

解しております。その際、省エネ、それから非化石転換、それから電気需要の最適化、それ

ぞれに想定される措置として、省エネ型機器の普及促進がありますが、事業者によって機器

販売の有無等が異なるため、数値目標の設定については、その妥当性も含めて丁寧な検討を

していただきたく思います。 

それから、機器のＤＲｒｅａｄｙ要件については、ヒートポンプ給湯機の規格や電気料金

の契約要件等の踏み込んだ整理と検討を進めていただいていることが分かり、今後、先行事

例等からさらに効果や課題も見えてくると期待しております。 

以上でございます。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員 

松村です。聞こえますか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○松村委員 

発言します。まず質問が２点です。 

事務局の資料のスライド 16のところですが、高効率機器用の料金メニューの提供を公表

するときの、この高効率機器用の料金メニューというのは、その高効率のものに特化した料

金に関して出せと言っているのでしょうか。あるいは結果的にその高効率給湯器を使うし、

それが想定されているような料金を広く出すようにしているのでしょうか。 

具体的に言えば、電気温水器全般に当てはまるけれど、エコキュートの大半はそれを使っ

ているような類のものは、エコキュートではなく、旧来式の電気給湯器も入っているからこ

こに入らないと整理するのか、そうではないのかを教えてください。 

次に、プレゼンの資料に関して質問です。 

一応先行事例として、３事例４社の分を出していただいたと思うのですが、ここで出され

たのは、大手電力会社、10 電力の４社という例は、ほんの一部を出して、ほかの会社も同

じようなことをやっているということでしょうか。あるいはこれが現時点でやっているも

のの全部ということでしょうか。その点を教えてください。 
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次に、コメントです。 

まず原単位が悪化していることに関して説明を求めるのは、よいことで、今までも、これ

からも当然やっていくべきことだと思う。このときに、生産量が大きく減った、増えたこと

によって、原単位が悪化するということがあり得るのは、全くもっともな説明ではあるけれ

ど、あまり安易に言ってはいけないと思います。 

省エネを念頭に置けば原単位規制はとても自然な規制ですが、一般的には原単位で規制

するのか、総量で規制するのかの選択がある。総量で規制しなければエネルギーの消費量、

あるいは排出量をエフェクティブにコントロールできないではないかという批判がある中

で、それでもなぜ原単位を主力にするのかというと、それはその総量だとすると、生産量が

減った、それは排出量あるいはエネルギー消費量が自然に減るけれど、それは省エネではな

い。あるいは生産量が増えたときに、それでエネルギー消費量が増えたということがあった

としても、それは省エネに反した行動というわけではないということで、ある意味で生産量

の変動の要因が除けるようにということで原単位という発想が出てきていることを考えれ

ば、確かに生産量の増減によって原単位が変動することはあり得ることではあるけれど、そ

れをあまりに安直に認めると、原単位規制そのものに対する信頼性を失ってしまうことに

なる。その点については十分頭に入れていただければと思います。 

次に、その給湯器のＤＲｒｅａｄｙに関する点です。九州電力の取組は確かに、とても頭

の下がるものをやっていただいているし、この前にやっていただいたことも、先行という面

はかなりの程度はあると思います。 

しかし、今日出された例も含めて、全般的に見て、もう本来、こんなしょぼいものをこん

なタイミングでというのは、遅過ぎるじゃないか。いろんな整理ができていなかったという

ことはあると思いますが、しかし、エコキュートが普及する一方で変動再エネが増えること

はもうずっと前から予想されていて、こんな深夜に安くするなんていう料金体系は駄目だ

ということ、将来もたないでしょということは昨日、今日言われたことでもなく、３年、４

年前に言われたことでもなく、もっと、うんと前から指摘されていたこと。これをずっと放

置していて、それで今頃になってのろのろとやっているということなので、これは少なくと

も先行事例として高く評価されるようなものでは決してなく、こんなにゆっくりやってい

たということが非難されるべき、それでもやらないよりはマシという、そういう状況になっ

ていると思います。その点は十分自覚して、相当にスピード感を持ってやっていただきたい。

ポイントでちょっと還元するとかということではなく、料金体系を抜本的に変える。それは

時間がかかるのは十分分かるけれど、そのための準備の時間はもう十分にあったというこ

とは、事業者はちゃんと自覚すべきだし、それを三位一体などというような言葉で給湯器業

界や、あるいは政府に責任を転嫁するなどということが決してないように、きちんと今後も

取り組んでいただきたい。 

それから最初の質問で、もしほかの事業者がやっていないということであれば、少なくと

もここに出てきた事例、最初の事例のようなポイントでちょっと還元するとかというしょ
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ぼいものが出てくるのではなく、もっと本格的なものが出てくる、本格的なものの準備のた

めに時間がかかっていると解釈すれば、相当に期待値が高いということは十分自覚してい

ただきたい。 

また、中部電力の事例に関しては、これは給湯器のシフトというだけでなく、いろんな局

面で使える点については、とても期待の高いものではあります。一方で、これではその給湯

器の需要を動かすことに関しては相当に限界があることは、既に今までの事例で知られて

といることだと思いますので、これはこれで重要な取組だと思いますが、これにとどまるこ

となく、こんな小手先のことではなく、本格的なものがちゃんと入ることをとても期待して

います。 

さらに、実際にどれだけの電気給湯器が、その太陽光が典型的に余剰になっているような

時間帯にどれだけシフトし、深夜にまだ沸かしているのがどれぐらいあるのかを、少なくと

も、大手電気事業者に関しては、その情報が出てくるべきだと思います。この点についても

業界はぜひ検討していただきたい。 

以上です。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。 

それでは、荒田委員、お願いいたします。 

○荒田委員 

荒田です。ご説明ありがとうございます。何点かございます。 

まず、今回 1,500キロリットル以下の中小企業の取組促進に着目されておりまして、これ

はこれでいいことなんですけども、企業数としては中小企業は多いものの、一つ一つの排出

量としてはあまり大きくないのかなと思っております。この 1,500 キロリットルのボーダ

ーのすぐ下には排出量の多い大企業層があるかと思っています。ここへの対策も考える必

要があるかと思っております。これは我々東京都も同じ状況でございます。 

次、２点目がコミュニケーション・ランキングについてなんですが、特に電気事業者の提

出の減が著しいように思います。事務局のほうで報告項目を見直すとのことなので、省エネ

につながるものにしていただきたいということと、あと、ぜひ使われる仕組みとなるように

提出のインセンティブ、それから未提出のディスインセンティブなども考えてほしいと思

いました。 

３点目、既に何人かの委員の方からもお話がありますが、給湯器ＤＲｒｅａｄｙです。こ

の取組が最近相次いで出ているということだと思います。ただ、家庭はやっぱり価格に敏感

であることから、九電さんの取組のように、やはり昼間の電気料金をしっかり下げていただ

くと、この工夫をぜひお願いしたいと思います。 

４点目が、これはほかの方もお話がありましたけど、ヒートポンプの夜蓄要件ですね。こ

れがなぜ必要かというのが、ちょっと私もよく分からなかったので、ご説明いただければと

思います。 
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それから５点目、最後に報告書の開示制度と補助金を要件化したということは、とてもよ

い取組だと思います。 

以上でございます。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございます。 

それでは、山川委員、お願いいたします。 

○山川委員 

山川です。聞こえますでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○山川委員 

エネルギー供給事業者による消費者の省エネ等を促進する制度について、幾つかコメン

ト等をいたします。 

消費者の省エネ等を促進する上で、エネルギー供給事業者に期待する役割は大きいと思

いますので、14ページの囲みの中に書かれた四つの方向性、こちらに賛同いたします。 

最初に確認ですが、この３点目の、法的に位置づけられた仕組みの創設というところにつ

いては、これは新しい制度は、現在の省エネ法の 165条、消費者への情報提供の部分の運用

ではなく、法改正を伴うという理解でよろしいかという点です。 

それから 16 ページですかね、16 ページと 17 ページに公表様式のイメージが出ておりま

すけれども、こちらについては今後、検討会で詳細を検討するとのことですが、事業者の取

組の促進につながるもの、かつ、見た人が容易に、かつ正しく理解できるものにしていただ

きたいと思います。 

それから最後ですが、またちょっと 14ページに戻っていただいて、この囲みの四つ目で

すね、ベストプラクティスが横展開され、業界全体の更なる取組につながっていくことが期

待されるとあるんですが、今回の資料では、新しい制度案で、この部分がどのように行われ

るかというのがちょっと分からなかったので、教えていただきたいと思います。 

16ページ、17ページの公表を求める項目に書かれているような、料金メニューの提供や

コンサルティングの実施といった項目のことを指しているのであれば、ちょっとこれだけ

ではベストプラクティスの横展開ということでは難しいのではないかという印象です。 

以上です。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、市川委員、お願いいたします。市川委員、いかがでしょうか。 

○市川委員 

市川です。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 
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はい、大丈夫です。 

○市川委員 

ありがとうございます。エコキュートのＤＲ対応について分かりやすいご説明、ありがと

うございました。課題はあるものの、検討が進んでいることが理解できました。 

事務局資料について三つ述べたいと思います。 

一番、一つ目、エネルギー小売事業者から消費者への情報提供について、13 ページです

けれども、省エネランキング制度における 2023年度の結果概要を見ると、まとめに書いて

あるように連続参加の事業者の平均点が向上。いいことだなと思っています。情報提供に関

しては、エネルギー小売事業者の取組が進展してきたと評価できるとも書いてありますの

で、その参加事業者の増減とかがあったとしても、継続の意義は大きいと思っています。情

報提供にとどまらない様々なサービスとか、創意工夫を促す意味において、任意に参加する

形ではありますけれども、ランキング制度は残して、そして事業者側も消費者側も、無理な

くうまく活用できるようになってほしいと思います。 

エネルギー供給事業者による消費者の省エネなどを促進する制度案について、16 ページ

のところに書いてあります公表すべき内容の詳細①の黒丸を見ると、省エネ・非化石転換・

電気の需要の最適化は、電気・ガス・ＬＰＧの小売事業者を対象とすると書いてあります。

これまでのこの省エネ小委の中のいろんな学びとか、議論の中で、エネルギーの種類が違え

ば、対応可能なことは異なるのではないかという認識を持っていますので、一くくりに扱っ

ていくことに、やはり無理はないのかなと思っています。公表すべき内容の詳細①、②を見

ると、一律に公表を求める指標として、給湯器の販売台数に占める高効率給湯器の割合とい

うものが示してあります。こういう国が指定する指標については、たとえ事実のデータであ

ったとしても、公表の仕方によって、それを見た消費者などに誤解を生まないようにしてい

ただきたいと思っています。 

また、情報提供については、この機会にぜひ取り入れてほしいものがあります。エネルギ

ー価格の高騰などで消費者の関心も高いと思われますので、エネルギーについての基本的

なこと、例えば日本のエネルギー自給率や、エネルギーミックスの重要性のようなことも情

報提供して、国民のエネルギーリテラシー向上にも役立つようなものを期待したいです。 

二つ目です。36 ページ、省エネ法定期報告開示制度についてです。試行運用を経て令和

６年から全ての省エネ法特定事業者を対象に本格運用を開始するとのことで、この定期報

告書というものが、これまで以上にいろいろな外部の目に触れる機会が増えることになり、

会社のイメージアップにつながるようになってほしいと思います。このような制度が始ま

ることをしっかりと情報発信する。工夫も重ねながら早く認知をされ、開示制度がうまく活

用されることが大事だと思っています。 

また、開示制度と省エネ補助金の要件化という、アメとムチの組合せもうまく機能すると、

より効果を発揮できるのではないかなと思っています。 

三つ目は質問です。スライド 41の右下に、改正省エネ法のエネルギー使用の合理化の範
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囲という図があります。私の勉強不足、認識不足かもしれないんですが、改正省エネ法にお

ける非化石エネルギーについて、定義の中に原子力が含まれていない理由について教えて

いただけないでしょうか。 

以上でございます。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

それでは、佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 

佐々木でございます。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

はい、大丈夫です。 

○佐々木委員 

いろいろとご説明ありがとうございました。１点のみ簡単なコメントをさせていただき

ます。 

26 ページのスライドなんですけども、ポイントでまとめていただきました。この中で重

要な点として、やはりこの技術戦略というもので新しいイノベーションが起きるというよ

うなお話になるわけですが、実際に省エネという観点から言うと、開発された技術を社会実

装するということ、これが一番重要だと思うんですね。 

その中で、今 26ページの運輸のところに自動車のエネルギー消費効率等向上に関する技

術とかありますけども、これと絡んで、43 ページのスライドになりますが、省エネ法の対

象拡大というところで社用車・公用車のお話がありました。これはちょっと私、勉強不足で、

こんなに大きいのかということでちょっとびっくりしたんですけども、ぜひともこの省エ

ネ法の対象拡大というところをご検討いただいて、ここと、例えばＥＶ車の普及というとこ

ろ、社会実装していくところ、こういうのにリンクすることによって、実際のＣＯ２排出量

というものを減らしていく、そういう取組をご検討いただければと思います。 

以上です。 

○田辺委員長 

どうもありがとうございました。 

委員の皆様からのご発言はここで一巡しましたけれども、本日ご欠席の飛原委員から意

見書を預かっております。事務局からご紹介いただければと思います。 

○木村課長 

事務局でございます。飛原委員からの意見書を読ませていただきます。 

中小企業の対策について、これまで中小企業の省エネ推進に向けて、省エネ診断、省エネ

補助金などの制度が準備されてきました。今回、地域の金融機関の協力を得て、これら制度

の積極的な運用を図るとの提案がされています。このことは好ましい取組ですが、省エネ投

資は自発的なものなので、積極的に融資を受けてまで省エネを図る動機があるかは分かり
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ません。そこでもっと社会的な強制力を働かせる制度を活用してはどうかと思い、以下の提

案をします。 

以前、品質保証に関するＩＳＯ9001 の取得が大幅に進んだ時期がありました。その動機

は、取引先からの要求、官公庁案件参加の条件と言われています。省エネルギーの推進は、

ＩＳＯ14001に規定されていることから、ＩＳＯ9001と同様に、ＩＳＯ14001の取得を大企

業の取引の要件にする、または官公庁案件の参加条件することを検討して推進してはどう

でしょうか。このような強制力と補助事業をうまく組み合わせれば、中小企業の省エネが進

むのではないかと思います。 

以上でございます。 

○田辺委員長 

ありがとうございました。 

それでは、ここで一旦委員の皆様からいただいたご質問、あるいはコメントに関して、ま

ずは事務局のほうから回答等をお願いしたいと思います。 

○木村課長 

事務局でございます。様々なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。 

全てのご意見に対してお答えをすることはちょっと、なかなか時間の関係上、難しいです

けれども、幾つかお答えをさせていただきます。 

まずエネルギー供給事業者による情報提供、あるいはサービスの提供に関する新しい枠

組みのところに関しまして、寺澤委員、鶴崎委員、青木委員から想定省エネ量といったもの

に関するご意見がございました。 

まず青木委員から、想定省エネ量はどう出すんですかというようなご質問をいただいて

おりますけれども、実際、今、各社さんが既に公表されております目標、あるいはその実績

というものの中には、省エネの取組による削減電力量といったものを掲げていらっしゃる

ところが実際にございますし、それ以外にも、例えば今、例示の中で、イメージの中で取組

の例として書かせていただいております高効率給湯器の販売ですね。こういったものに関

しましては、やっぱり従来型の機器比べてどの程度の省エネになるのかといったものを標

準的な使用量を基に算出することはできるのかなというふうには思っております。 

その他にも、多分そのやり方によっては各社さんの創意工夫でもって、そうした世の中へ

の貢献、あるいはインパクトについて出していただくということは十分あり得るんじゃな

いかなというふうに考えております。 

その想定省エネ量のところに関して、これもやっぱり規定指標として出すべきだという

ご意見をいただいたというふうには承知をしておりますけれども、ちょっと説明を省略さ

せていただきましたが、私どもの資料の 16ページのほうでは、右側の薄い緑の枠囲い中で、

こういった想定省エネ量というものを事業者さんが追加的に指標を設定される場合には、

こうしたものも参考につくってくださいという形で我々がご提示をしようと思っておりま

す中には入ってございます。ただ、これを自由指標ではなくて、一律に出していただく規定
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指標にするのかどうかというものに関しましては、今後、検討会の場で議論を深めさせてい

ただければというふうに思ってございます。 

続きまして、コミュニケーション・ランキング制度のところです。塩路委員から平均点と

いうよりも分布が大事であるというご意見、あるいは荒田委員から事業者が減っていると

いうところに関するご懸念をいただきました。まさに、その平均点より分布というところで

言いますと、ちょっと資料のほうには書いておりますけれども、平均点が上がったという背

景の一つとして、もちろん取組事業者さんの情報提供の質がアップしたということに加え

まして、実は昨年まで点数が低かった事業者さんに参加をいただけなかったというのも、一

つの理由としてございます。そうしたことから、今回ご提案をしております省エネ制度にお

いては、そうではなくて、事業者の任意という形じゃなくて、一定の要件を満たす事業者さ

んには、すべからく参加をしていただくということをご提案しているところでございます。 

山川委員から法的に位置づけるのかというところのご質問がございましたけれども、そ

の点も含めて検討を続けていければなというふうに思ってございます。 

あと、山川委員から同じように質問としてベスプラの横展開をどうやってやるんですか

ということで伺いましたけれども、こちらは先ほどちょっとご紹介をしました、様式の統一

化をすることによって、事業者さんが自ら他社さんとの横比較ができるようになる、ページ

数は 19ページでございますけれども、そうしたものを通じて他社さんが取り組まれている

のであれば、自社でも一遍やってみようかというようなことが起きてくるといいのかなと

いうふうに思ってございます。 

市川委員からエネルギー種類が違うと対応が違うというご意見をいただきまして、まさ

におっしゃるとおりでございまして、したがいまして、先ほどご紹介申し上げましたけれど

も、非化石転換とＤＲのところに関しましては、やはりガス、あるいはＬＰＧの小売事業者

さんに対応いただく項目というのは、電気事業者さんと比較をすると少なくなるのかなと

いうところで、これも検討会の中で議論をさせていただければというふうに思います。 

続きまして、ＤＲとの絡みで、松橋委員あるいは寺澤委員から、やはり導入コストとの関

係で、やっぱりその料金のところのインセンティブが十分に効くのかというご趣旨のご指

摘をいただきました。今、まずはその給湯器を念頭に議論をさせていただいておりますけれ

ども、最近の高効率給湯器に関しましては、特に我々の給湯器の補助金の対象になってくる

ような機器については、こうしたいわゆる遠隔制御ができるようなものというのが、機能が

ついているものがかなり普及を実際にしてきているということもございますけれども、た

だおっしゃるように、やはり料金なりあるいはほかの経済的インセンティブの中で、そうし

たそのコストというのは回収ができる、あるいは松橋委員がおっしゃったように、初期コス

トを抑えた上で後々のお支払いでもって回収する、これはＤＲというわけではございませ

んけれども、一部の高効率給湯器の中では、会社によっては取り組まれているところがある

というふうには承知をしておりますので、そうした点も含めて、消費者が実際に購入いただ

く機器に装備されていくように、料金面でのインセンティブなど、あるいは実際にその機器
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の開発のところで、機器の追加的なコストというのをできるだけ抑えていただくというこ

とも含めて、ＤＲｒｅａｄｙ機器の普及というのが進んでいくという形をつくっていけれ

ばなというふうに思っております。引き続き事業者の皆様と議論させていただければと思

います。 

ＤＲｒｅａｄｙのところで、青木委員から諸外国の例について、罰則についてご質問がご

ざいました。罰則の件数については、ちょっと各国の制度もまだ始まったばかりということ

でありまして、我々もこの瞬間は承知をしておりません。ただ、罰則はサイバーについてだ

けということではなくて、通信接続機能とかを満たしてない場合にもかかるというふうに

なっていると承知をしております。ご指摘いただいたサイバーセキュリティーの問題とい

うのは大事だと思いますので、セキュリティー要件についてもしっかり検討をしていきた

いというふうに考えております。 

林先生から、このＤＲｒｅａｄｙ要件について、国際標準化が大事だということをおっし

ゃっていただきました。今回、検討会で議論する内容というのを、これは日本だけのものと

いうよりも、やはり世界共通のものとしていくという観点から、将来的にそうしたものも検

討していければなというふうに思ってございます。 

ＤＲの関係、幾つか事業者さん向けのご質問がありましたので、それは日冷工さんとかに

ご回答いただければというふうに思いますけれども。 

続いて、技術戦略のところです。寺澤委員から重点化が大事だということで、かつ、Ｈａ

ｒｄ‐ｔｏ‐Ａｂａｔｅの電化という点ではヒートポンプが大事なんだとご指摘をいただ

きました。まさにそうした趣旨から今回、確かに非化石転換あるいはＤＲというところに守

備範囲自体は広げてはおりますけれども、省エネの技術の中で重点的に、我々が開発をして

いくべきというふうに思っておりましたことを幾つか挙げさせていただいておりまして、

その中に産業用のヒートポンプなんかも入れているところでございます。 

続きまして、開示です。鶴崎委員からステークホルダーの観点で引き続き議論をというこ

とでいただきました。まさしく去年の秋に議論していただいて以降、投資家を含めたステー

クホルダー等、検討を進めてまいりまして、そのうちの一つの成果といいますか、というの

がやっぱり開示のタイミングというのを、やっぱり１年後では遅過ぎるということで、やっ

ぱり秋には出さないと、というご指摘をいただきまして、それで速報版として開示をすると

いうことにいたした次第でございます。引き続き、本格運用ということで、令和６年度から

始めますけれども、引き続きこれは参加事業者が増えていき、世の中の注目が集まるにつれ

て、いろんなご意見をさらに賜ると思いますので、それを踏まえて、随時見直しをしていき

たいというふうに思ってございます。 

あと中小企業のところです。新しい金融、省エネ団体とのネットワークを立ち上げるとい

うところに関してでございますけれども、寺澤委員がおっしゃったように、ほかの信用保証

とかの中小企業政策、江崎委員はセキュリティーのことを挙げていらっしゃいましたけれ

ども、おっしゃるように関係のところとのやっぱり協力をして、そして関係省庁とも協力を
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した上で、中小企業などにアプローチをするということが大事だと思っておりまして、その

点、引き続き検討をしていきたいというふうに考えてございます。 

ほかにいただいているご意見としまして、江崎委員からエンボディドカーボンの話がご

ざいました。松橋委員からはＬＣＡというお話、あと飛原委員からの文書でのご意見にも、

共通するものがあるかと思います。まさに我々がこれまで主に議論してきました、まさにエ

ネルギーを使う人の省エネというだけではなくて、まさに今ＣＯ２のその議論の中でも、脱

ＣＯ２の中でも議論されておりますような、やはりサプライチェーンのその川上、あるいは

川下、そうしたところも含めて政策を議論すべきじゃないかというところは我々としても

課題だというふうに思っておりまして、引き続きご知見を賜れればというふうに思ってお

ります。 

最後に１点、ご質問いただきました非化石エネルギーのところで、原子力というものが書

かれてないではないかというところでいただきました。我々、電気の中で原子力以外のもの

というのは非化石電気という扱いをしておりまして、ちょっとその 41ページの表の中では

「等」というところでくくってしまっておりますけれども、非化石電気の中には原子力由来

の電気が含まれるということで運用をしているところでございます。 

 あと、鶴崎委員と松村委員から原単位に関するお話がございました。基本、省エネ法に関

しては、やっぱりエネルギー消費原単位というのを重視してアプローチ、しっかりとした軸

として持ってアプローチをしていくというのが基本でございまして、ただ、どういった事情

で悪化しているのかという点につきましては丁寧に、単に、おっしゃるようにその生産量が

上がったから、下がったからでは説明できないような事情があるかどうかというのも含め

た上で議論を、意見交換をさせていただいて、その改善に向けた取組を促していければとい

うふうに思ってございます。 

 はい、以上でございます。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございます。 

 一部のご質問、日冷工と電事連にございましたので、ご回答をお願いいたします。 

○星オブザーバー 

 はい、星でございます。私どもの資料説明に関しまして、まず寺澤委員からご指摘いただ

きました。新しい料金メニューとその技術の対応をちゃんとしたその時間軸の中でしっか

り認識して進めなさいというご指摘につきまして、これにつきましては引き続き絵に描い

た餅にならないように電力事業者と連携を図りながら進めていきたいと思っております。 

 それから次に、複数の委員からご質問がありました。大きく二つあったのかなと思ってお

ります。一つは夜畜要件の在り方、あるいは考え方、二つ目が料金メニューの今後の展開、

あるいは先行事例の評価、これにつきましてご質問いただきました。一応回答に正確性を期

すため、私どものこのワーキングのことで担当として一緒に検討を進めていただいた電事

連のほうから、ここにつきましては回答させていただきたいと思っております。 
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○田辺委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、電事連のほうからいかがでしょうか。 

○岡村オブザーバー 

 電気事業連合会の岡村でございます。聞こえますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○岡村オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。幾つかご質問いただいております件でご回答させていただ

きます。まず、夜畜要件の部分でございますけれども、これはまず、今回の新しいメニュー

に対しての要件ということと、既にエコキュートを入れられているお客様に適用する契約

メニューの要件と二つ大きく分かれておりまして、今、議論の中心というのは後者のほうで

す。既にあるメニューに対して、そこに、エコキュートが古くなってリプレースされたとき

にどういう適用がなされるかということを中心に議論しております。新しく入ってくる機

器については、昼も動かせるし、夜も動かせるという様々なバリエーションのメニューを搭

載したものが入ってくるということになるわけですけども、それにおいても、既存のメニュ

ーが適用されることは問題ないということを解釈として表現させていただいたというとこ

ろでございます。繰り返しますけど、新しいメニューについては、もともとそういう要件を

設けないメニューを作るわけですから、そこには影響はないと、こういったことでご理解い

ただければと思います。 

 それから、どういった形でこういう、その九州さんであったりの例を先行事例として入っ

ていくかということだと思いますけれども、この件につきましては、各社とも検討について

は既に開始しており、ポイント制も含めてどんどん導入されていっているという事例が発

生してきているというところでございます。実際にお客様に届くメニューとしてオープン

される時期等につきましては、その小売会社の戦略であったり、もしくはその地域の再エネ

抑制の状況に応じてというところもあるかと思ってございますので、その辺りは電事連と

しては様々な情報を提供し、最終的なメニューの作り込みだったり、公表であったり、実施

であったりというのは、これは各社が判断して出しているということになっていくという

流れでご理解いただければと思います。やはり自由料金であり競争領域のところなので、な

かなか全体で集まってこうだというような議論は、我々の電気事業連合会のほうではやっ

ていないということでご理解いただければと思います。 

 それから、リース、サブスクについてというようなお話もあったと、ご指摘がありました。

これにつきましては既に会社によっては適用されているというところ、こういうメニュー

を用意するというところがございます。もちろん新しいメニューと連動したということで

はなく、もう既にあるメニューですから、リース、サブスクメニューは。そういったものと

新しいメニュー等をくっつけて、お客様にコストインセンティブを共有させていただく、こ
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ういったようなことで進んでいくということで思ってございます。 

 皆様からご指摘いただいた中で、なかなかスピード感もというようなお話もいただいて

おります。やはりこのエコキュートの制御と料金メニューにつきましては、機器市場投入当

初からこれをうまく連動させて、当初は夜間負荷造成による原子力利用の拡大と、こういっ

たような趣旨があったことを承知しております。それが今は昼間に沸かすことによって再

エネを拡大していくというふうにニーズは移り変わっているということでございますけれ

ども、やはりメニューと機器の制御というのは非常に連動するものであり、現実的に、今、

足元で新しいメニューを適用するにおいては、需要家様にそれなりのお手間をかけて、その

メニューを適用いただいているというような状況もございますので、そこをクリアするた

めにも、機器側とメニューというのは、うまく連動させながらやっていくというのは、お客

様に対してもベストなサービスを提供できるものになってくるかというふうに受け止めて

いる次第でございます。 

 ご回答になっていない点もあるかと思いますけど、一旦、私からは以上でございます。 

○田辺委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 松村委員、何か、今の回答に対してご意見はございますでしょうか。 

○松村委員 

 はい、意見はありますが、時間が押していると思いますので、控えます。 

○田辺委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 委員の皆様の中で、少し追加でご発言がある方、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から少し追加で回答をお願いいたします。 

○木村課長 

 すみません、事務局でございます。先ほどちょっと、ご質問いただきましたが回答が漏れ

ている事項がございましたので、１点追加で発言させていただきます。 

 松村委員から高効率機器用の料金メニューといったものはどんなものがあるのかという

ところのご質問をいただきました。これにつきましては詳細については別途議論というこ

とかと思いますけれども、これまで省エネ小委で東京電力さんからもその紹介があったよ

うなエネカリプラスといったような高効率機器の導入とセットで提案されるような料金プ

ランなんかがこういったものに該当するというふうに考えてございます。 

 あと、市川委員からご質問の、原子力に関するご質問に関して、１点、もう一回補足をさ

せていただきます。原子力につきましては、先ほど申し上げたように非化石電気の中には含

まれるというふうに整理をしております。他方で、安全面の考慮というのがあるものですか

ら、原発の発電時のエネルギー使用の合理化までは求めていないというのが現在の省エネ

法の運用でございます。 

 以上です。 
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○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、次にオブザーバーの皆様からご意見等がございましたらいただきたいと思っ

ております。チャット機能でご発言希望の旨、ご連絡いただければと思います。ご発言は一

人２分程度でお願いできればと思います。いかがでしょうか。 

 それでは、省エネセンターの奥村様、よろしくお願いいたします。 

○奥村オブザーバー 

 奥村です。聞こえますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○奥村オブザーバー 

 ご説明どうもありがとうございました。私のほうから事務局の資料に関して三つほどコ

メントさせていただきたいと思います。 

 一つ目は、３ページ目の全体の政策の中で、特に業務部門の対策に関して、省エネ法の特

定事業者のカバー率、すなわち定期報告の対象になる特定事業者のカバー率が、多分、今で

も半分程度なのではないかと思いますが、このカバー率を上げるか、あるいは残っている事

業者に対する省エネ及び非化石エネルギーへの転換等の対策を強めていくべきではないか

と考えます。また、業務部門については、その省エネ対策にも、太陽光等の自然エネルギー

の活用にも資するＺＥＢを特に既存ビルについて拡大するよう努めていくべきじゃないか

と思います。 

 それから、26ページ及び 30ページの熱の有効利用に関して寺澤委員からもご指摘のあっ

たように産業用のヒートポンプこれがキーの一つになると思いますが、これを拡大してい

くためには、やはり導入コストを下げるための技術、例えば利用量に応じたモジュール化等

をもっと検討していくべきじゃないかと考えます。併せて、現場では実際に廃熱があっても

これをどのようにヒートポンプの活用につなげていくかという辺りで悩んでいる方が多い

と聞いています。したがって、例えば廃熱マップの作成とか、廃熱利用を設計するための汎

用ソフトウエアの活用とか、実装のための技術の開発を進めていくべきではないかと思っ

ております。 

 加えて 42ページの地域パートナーシップについてですけれども、当センターも省エネ診

断や中小企業への情報提供などの中で、地域における関係団体とのネットワークを形成・強

化しているところです。こういった経験を生かしてこのパートナーシップの活動の中で、協

力、お手伝いしていきたいと考えています。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、株式会社エネットの斎藤様、お願いいたします。 
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○斎藤オブザーバー 

 はい、株式会社エネットの斎藤でございます。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○斎藤オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。ご説明いただきましてありがとうございました。電力小売

事業者の立場から事務局に説明いただいた資料 15ページ目以降の、新たな情報提供に関す

る制度、こちらについて発言させていただきます。 

 こういった消費者への適切な情報提供というものの重要性、これは事業者共通の課題で

あるというふうに認識をしております。その上で今回検討されております制度というもの

が、事業者によるこの情報提供等の取組の拡大を通じて、消費者の省エネ等を促進するとい

うこの大きな目的に照らして、果たしてうまく機能するのかというところについては、少し

懸念を抱いているところでございます。 

 特に、今回公表すべき内容としてお示しいただいている項目、これは全て数値指標として

検討されているところでございますが、例えばコンサルティングという言葉について、何を

もってこのコンサルティングを実施したと言えるのか、何をもってこれを１件というふう

にみなすのか、そういったところはこの事業者の解釈によってこのカウント方法が異なっ

てくる可能性があるように思っております。こういったこの定義の曖昧性のある数値を横

並びで比較をするということが、かえって消費者の皆様の選択をミスリードしたり、ひいて

は事業者間の競争をもゆがめてしまうようなことにならないかというところを危惧してお

ります。 

 過去に基本政策小委のほうでですけれども、電源調達に関するヘッジ比率の公開という

ことについて議論がなされたということがございました。この際もヘッジ比率の公開とい

うものが需要家にかえって誤った選択をさせるのではないかというような指摘があった結

果、広く公開を義務づけるということについては見送られた、推奨事項として整理をされた

というふうに記憶しております。こちらは別トピックではありますけれども、根本の課題感

というのは共通しているのではないかというふうに思っております。 

 また、事業者が提供する数値の妥当性、あるいは正確性というものを客観的に評価、ある

いはチェックしていくのかどうなのか、これを監視するとなりますと非常に手間やコスト

もかかってくることが想定されるのではないかと思っております。この辺りにつきまして、

もし現在事務局のほうでお考えがあれば、お聞かせいただければと思っております。いずれ

にしましても、このような公表制度につきましては、今回の議論だけで拙速に導入を決める

ということではなく、期待される便益に加えて、想定されるリスクやコスト、そういった面

についても十分に検証した上で、慎重な議論を進めていただければというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 



44 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、日本ガス協会、三浦様、お願いいたします。 

○三浦オブザーバー 

 三浦です。聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○三浦オブザーバー 

 ありがとうございます。発言の機会をいただきありがとうございます。事務局資料、15ペ

ージのエネルギー供給事業者による消費者の省エネ等を促進する制度（案）に関して、制度

（案）そのものを否定するような考えではございませんが、今後の検討に当たり、発言をさ

せていただきます。 

 まず 16 ページから 17 ページの表において、販売台数に占める高効率給湯器の割合につ

いては、あくまでイメージとの記載ですが、エネルギー供給事業者の多くは、機器販売を事

業として行っていないため、今後、実態に合わせて指標を検討する必要があると考えていま

す。また、エネルギーライセンスや事業者ごとに対応可能な事項は異なるということでござ

いますから、別途の検討会等で詳細議論を行う際には、公表情報を見る消費者に対して、優

良誤認やミスリードとならないよう、また、エネルギー供給事業者の取組内容が正しく認識

されるよう、事業者や消費者の意見を踏まえて制度設計をしていただくようお願い申し上

げます。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、全国ＬＰガス協会、村田様、お願いいたします。 

○村田オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。省エネルギーの推進のためには、供給側の取組だけではな

く、事業者の理解、協力が極めて重要だと思っております。ＬＰガス業界としましても事業

者である一般消費者の方々への働きかけ、情報サービスの提供強化が重要と考えておりま

す。このほど提案のありましたスキームにつきましては方向性としては理解するところで

ございます。 

 ただ、極力負担とならず、かつ透明性があって、公平性もあって、効果が見込まれるよう

な、言わば、コストパフォーマンスのよい制度となるよう、今後検討会においての制度設計

に当たって、関係業界や消費者との十分な調整を希望するものであります。 

 高効率給湯器の販売促進の意義は認識しております。ＬＰガス業界としましても 2050年

時点でのカーボンニュートラルを目指したロードマップの中で、高効率給湯器の販売促進

を柱の一つとして位置づけておるところでございます。他方、機器の価格が安くないのも事
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実でございます。これをカバーするための補助金措置があることは評価しております。ただ、

補助金があっても消費者にとってはなお、安い買物と言えないというふうに思っておりま

す。本日ご紹介がありましたように、今後技術戦略の下、革新的な技術の導入に向けて取組

がなされると承知しております。ぜひともその技術を生かして価格低下にもつながるよう

な検討をお願いしたいと思っております。 

 一方、また別の話でございますけども、高効率給湯器等の切替えメリットがあることを業

界だけでなく、政府として国土交通省、環境省、消費者庁との連携において積極的にアピー

ルしていただきまして、消費者の方々の理解が進むようにご尽力いただければ幸いと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、石油連盟の吉村様、お願いいたします。 

○吉村オブザーバー 

 はい、吉村でございます。聞こえますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○吉村オブザーバー 

 はい、ご発言の機会をいただきましてありがとうございます。石油連盟では、カーボンニ

ュートラル燃料、水素、アンモニア、そしてＳＡＦ、持続可能な航空燃料、そして合成燃料、

これの必要な技術開発として社会実装への取組ということを行っております。この関係で、

省エネルギー、非化石エネルギーの転換技術戦略についてちょっとコメントさせていただ

きたいと思います。 

 特に非化石エネルギー転換技術について 31ページで運輸部門の技術の紹介がありますけ

れども、例えば、次世代航空機における燃料として、先ほど言いましたようにＳＡＦの取組

がもう進んでおりまして、食用油の廃油ですけれども、これを使ったＳＡＦ燃料の製造が来

年度には始まるという状況でございます。まだこのＳＡＦの取組については、食用油という

ことで、原料の供給に制約が大きいということで、これはさらに技術開発を進める、あるい

はその原料となるものとして次世代バイオを使うかと、いろいろ技術開発要素があるかな

というふうに思っております。 

 それから、航空燃料については、ＳＡＦの先には合成燃料が使われるという可能性は十分

にあるんじゃないのかなというふうに思っているところでもあります。 

 それから、自動車燃料、これは電動化というのも一つの大きな方向性だという理解はして

いますけれども、一方で、省エネで内燃機関の高効率化というのも挙げられております。内

燃機関の高効率化がさらに進むと燃料がどうなるかという話も課題として捉えておりまし

て、合成燃料を社会実装させるときには内燃機関と燃料と、これらの組合せによって社会実
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装が実現できると、こんなふうに捉えておりますので、こういったこともあるんだというこ

ともぜひご理解いただきたいと思います。ＳＡＦとか合成燃料の技術開発については重要

技術マップとかシートを見ますと、一応触れられておりますけれども、こういったことを石

油業界としても取り組んでいるということはご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、電子情報技術産業協会の平井様、お願いいたします。 

○平井オブザーバー 

 ＪＥＩＴＡ、平井と申します。マイクは大丈夫でしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○平井オブザーバー 

 はい。発言の機会をありがとうございます。私のほうからは、先ほどの審議の中で江崎委

員のほうからご指摘いただいておりました、最近のデータセンターをめぐる電力消費需要

の増大の話についてでございます。もう先生方、皆さんご承知のとおり、ご指摘のとおりで

ございまして、社会のデジタル化が進む中で、この電力をはじめとしてのデータ処理に関す

る、あるいはデータ蓄積に関するエネルギー需要の増大が懸念されているところでござい

ます。事務局資料の中で言いますと３ページの中でも、一番下の行にその方向性をお示しい

ただいているものだと承知しております。 

 この点に関しては実は３年ほど前でしょうか、省エネルギー小委員会の中でデータセン

ター協会さんのほうからも何かヒアリング対応で情報提供があったかのようなことを承知

してございます。それと重複いたしますけれども、２点ございまして、一つはこのネットワ

ークセンターを業種追加ということをお考えの方向性がございます。データセンター協会

さんをはじめとしての通信キャリアから出てきたデータセンター、あるいは私どもＪＥＩ

ＴＡの傘下でありますコンピューターメーカーが運営していますデータセンター、こうい

ったものでございまして、外資系の大規模なデータセンターの立地というものも進んでき

ているところでございまして、そういった業務の把握というものを丁寧に進めていただき

たいというのが１点目でございます。 

 二つ目はベンチマーク制度の活用ということで、方向性を出していただいております。こ

れも当時のヒアリングの中でもご指摘があったかと思いますけれども、今、ＰＵＥという指

標、インデックスが使われておりますけれども、これが本当に妥当なものなのかどうなのか、

科学的あるいは合理的な根拠に基づくものであるかどうかをきちっと検証し、場合によっ

てはその新たなベンチマークの指標というものも開発も含めてご検討いただきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 
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○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは電気事業連合会、岡村様、お願いいたします。 

○岡村オブザーバー 

 岡村でございます。聞こえますでしょうか。 

○田辺委員長 

 はい、大丈夫です。 

○岡村オブザーバー 

 手短に４点申し上げます。 

 まず１点目でございます。事務局資料 15ページにおいて、一定の要件を満たす事業者を

対象に取組拡大に向けた新たな仕組みを導入するとされております。新たな制度は一般消

費者に対し、広く省エネや非化石転換、電気需要の最適化を促すことが趣旨と受け止めてお

ります。それに鑑みますと、事務局資料 14ページに記載のとおり、多数の事業者が参加す

ることが望ましく、今回を機に、可能な限り幅広い事業者を対象にということで、ご検討い

ただければ幸いでございます。 

 それから、二つ目でございます。事務局資料 16ページのリード文のアスタリスク１の部

分でございますけれども、公表すべき事項の詳細は別途の検討会において議論するという

ふうに記載されております。こちらはエネルギー小売事業者の小売ガイドライン検討会、現

在開催されています。そちらで議論されるというふうに推察しておりますけども、まさにこ

の場においてしっかりとご議論いただくことが必要というふうに考えます。 

 ３点目でございます。17 ページにおいて、注釈的に非化石転換はエネルギーライセンス

ごとに対応可能な事項が異なることから、公表を求めることを限定すると、こういうふうに

記されております。使用合理化拡大と非化石化の推進という省エネ法の趣旨に鑑みますと、

複数のライセンスを保有される事業者におきましては、需要家が使用されているエネルギ

ーの転換を推奨することにより、非化石転換というのは可能というふうに思いますし、そう

いった取組を見える化していくということも重要だと思っておりますし、今後検討課題に

していただけたらと思っているところでございます。 

 最後でございます。省エネルギー技術戦略の改定の部分でございます。30 ページにヒー

トポンプをフィーチャーいただきましてどうもありがとうございます。先ほど申し上げた

とおり、非化石電力もしくは再エネ電力の有効活用に加えまして、高度化法に記される再エ

ネ率の一つの大気熱を利用する技術として、我々、普及促進、これに非常に力を入れてやっ

ているところでございますし、こういった技術開発の目線でも我々もやっておりますので、

ぜひとも今後の連携もお願いできましたら幸いでございます。 

 以上でございます。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございます。 
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 オブザーバーの皆様から手が挙がっているのはここまででございますけども、よろしい

でしょうか。 

 それでは、まず、いただいたご意見、ご質問に関して事務局からコメントがあればお願い

いたします。 

○木村課長 

 はい、事務局でございます。まず、エネルギー供給事業者さんに対する新しい制度の枠組

みというところでございます。各オブザーバーの皆様から、今後詳細を別途の検討会で議論

をするところにおいては丁寧に議論をすべきというご趣旨のメッセージだというふうに受

け止めさせていただいております。中には、これは省エネコンサルティングと、我々もちょ

っと若干ぼわんとしているというのは承知の上で、ちょっとイメージということで皆さん

につかんでいただくために書かせていただいておりますけれども、そのコンサルティング

という中身をちょっとブレークダウンしていくということも含めまして、まさにミスリー

ドがされないような、そうした項目なり指標の設定の仕方、こういう観点からもぜひ積極的

にアイデアをいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 あと、全国ＬＰガス協会さんから高効率給湯器に関しまして、関係省庁と連携してメッセ

ージの発信をということをいただいております。これは我々として、前回 11月の小委のと

きにも議論になりましたし、私からも申し上げましたけれども、やっぱりこれ、いろんな関

係の事業のサプライチェーンのいろんな段階にある事業者の方々をみんな巻き込んで進め

ていかないことには高効率給湯器での普及というのはなかなか一気には進まないというと

ころで、関係省庁としっかりと議論、連携した上でメッセージを出していければというふう

に考えてございます。 

 あと１点、エネットさんからご質問がありました、数値の妥当性を監視するとなるとコス

トがかかるんじゃないかというところに関してございますけれども、これはあくまで事業

者さんに自ら公表いただく、あるいは我々が事業者さんからいただいたものをそのまま開

示するということでございまして、その数値が正しいかどうかというのを逐一私どものほ

うで検証するということは想定いたしておりません。あくまで事業者さんの自己責任にお

いて数字というのを出していただくということを考えてございます。 

 続きまして、技術戦略のところ、各団体さんからご意見を賜りました。これは実際、今ち

ょっとこの場だけではなくて、今パブリックコメントをしておりますので、ぜひ積極的に委

員の皆様、オブザーバーの皆様からご意見を賜れればと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 中小企業へのアプローチのところで省エネセンターさんからいただきました、省エネ法

の対象になってない事業者に対してのアプローチというところでございまして、まさにそ

こが大事かなということで今回２点、省エネ法の対象のところは省エネ法の執行を丁寧に

していくということと、あとはそこに入っていないような事業者さんにつきましても、まさ

に今、省エネセンターさんのところで行われているような取組というのをさらに一緒の方
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向で取組を強化することで中小企業の省エネというのを促していければなということでご

提案をさせていただいているという次第でございます。 

 最後に、ＪＥＩＴＡさんからいただきましたデータセンター、あるいはネットワークセン

ターについて、いろんな多分アプローチの仕方があると思います。引き続きご知見を賜りな

がら検討を、議論をさせていただきたいと思っておりますので、引き続きインプットをいた

だけると幸いです。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田辺委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 日冷工に対しては特にないと理解しておりますけど、よろしいでしょうか。 

○星オブザーバー 

 はい。 

○田辺委員長 

 ありがとうございました。本日は３時間取っておりまして、これまでいただいたご意見を

踏まえて、再度委員の皆様から追加意見等がある場合には札を上げていただいたりチャッ

ト機能等でご発言の希望の旨をご連絡いただければと思います。少し短い時間になります

けど一人２分以内程度でお願いをしたいと思います。 

 それでは会場から、寺澤委員、お願いいたします。 

○寺澤委員 

 冒頭、井上部長のほうからＣＯＰ28 でエネルギー効率の改善率を２倍にするとさらっと

書いているのですけど、これ、実は大変なことで、ＩＥＡとかが想定しているのは、エネル

ギー効率、エネルギーインテンシティーの改善率を毎年４％、2030 年までやっていくとい

うことがカーボンニュートラルに向けた前提になっていると。ちなみに、日本の場合、オイ

ルショックの後とか、福島での原発事故の後、大体数年間見ると２％ぐらいの改善なので、

クライシスにおける２％をこれから４％にするということなので、平時の場合ではないク

ライシスのときの倍であるという、とてつもなく厳しい、高い目標になっていると。これに

ついて日本がしっかり取り組んでいくためには、これまでのようなきめ細かい対応はさら

にやっていく必要があるのんですけれども、イノベーションのところでご説明があった、非

連続的な、そうした取組をやらないと、過去実現したことのない、そういう高いレベルにな

ってくるということなので、今日のご議論はこれで、今日議論したとおりですけども、この

高い目標にやっていくためには、多分従来の発想を超えたことをやっていかないと到底届

かないということをやはり強く意識として持たなきゃいけないというのが大きなコメント

の一つです。 

 二つ目は、これはグローバルなことであるので、当然地球環境問題ですから、日本という

のは相当頑張ってきているので、これから大変だということで、追加的な改善は難しいとい

うことではあるのですけども、世界を見るとまだまだ効率の余地が大きいところは結構あ
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ると。グローバルな地球環境問題に対応するためには、日本の優れた取組、政策であれ技術

であれ、それを展開していくということは極めて重要だろうと思います。ややもすれば、省

エネ政策というのは、超ドメスティックな感じが強いのですけれども、この地球環境問題は

世界に向けてやっていくので、この日本の優れたものを世界にどう展開するのか。ちょうど

岸田総理もＡＺＥＣ、アジア・ゼロエミッション共同体と言っているわけですが、中身は何

なのかといったときに、省エネが一つの大きな柱になり得るのだろうと。これまでやってこ

なかったわけじゃないのですけれども、一つ一つの協力が小さいものですから、なかなかや

った協力がクレジットにならないということの問題があります。協力するだけじゃなくて、

それを日本のクレジットにする。今日別のところでお話がありましたけども、それを束ねて

大きくする、それでクレジット化する、そういうふうな技術も含めた工夫をしながら、日本

の優れたものをアジアを中心に展開し、世界全体のエネルギー効率を上げ、そのクレジット

をつくり、日本で活用する、こういうふうな取組というのが必要だと、非連続の取組の中に

は日本の中における非連続もあれば、グローバルな取組をもっと本格的にやっていただき

たいというのが、以上２点です。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、会場、鶴崎委員、お願いいたします。 

○鶴崎委員 

 はい。今、寺澤委員がおっしゃったところ、非常に大事だと感じました。毎年４％を求め

られているということであれば、判断基準等で長年位置づけてきた１％の原単位改善とい

うものがこの時期にはやはり物足りなく感じてしまうというところもあろうかと思います。

これを一気に引き上げるというのはなかなか難しいとはいえ、むしろ頑張ったところに対

してはより高い評価を与えるという視点も必要かと思いますし、なかなかもうやれるとこ

ろがないというところにあっては、今まさに寺澤委員がおっしゃったようなグローバルな

連携みたいなところの省エネ努力を併せて評価する、これはちょっと検討が大変かもしれ

ませんが、そういう視点もあってもいいのかもしれないと感じました。 

 もう一点、新制度のほうの数値公表の妥当性はチェックしない方向というふうに今ご説

明があったんですけれども、やはり、政府としてレビューしたものを公表するという建付け

である以上は、何らかのやはり数値の責任を負うのかなというふうに思いますので、自己責

任と言っていていいのかどうかというところは、今後、丁寧な議論が必要かと思います。も

ちろん非常に大変なことだというふうに感じますので、これは段階的な取組になるとは思

うんですが、最終的には、ある程度透明性のある中でも同じような内容で全然違う評価手法

をするような事業者が横並びになっても意味がないので、そういったところはガイドライ

ンなどで少し事例を示しながらそろえていくような、そういったことからでも始めていく

必要があるんじゃないかなと思っております。 

 以上です。 
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○田辺委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、江崎委員、お願いいたします。 

○江崎委員 

 どうもありがとうございます。今、議論されていらっしゃったエネルギープロダクティビ

ティを上げるというところは、まさにデジタル技術を使うことによって、数％とかというレ

ベルではないところが実現できるということを広くグローバルに皆さん認識をしているわ

けで、そういう観点でのデジタル化というのが、いわゆるＡｓ－Ｉｓの省エネではなくてＴ

ｏ－Ｂｅとして行われなきゃいけないという戦略的なプランというのをつくっていくべき

だろうと。それに関連をして、先ほどちょっと申し上げましたけれども、特に企業、それか

ら家庭でも、コンピューター関係の電力消費量というのは非常に割合が増えてきているし、

今後も増えざるを得ないと。その増えるデジタルが、結局、エネルギープロダクティビティ

を上げるというところに着地させるという一方で、やっぱり、コンピューターを中心とした

デジタル機器のエネルギー消費量というのをどう下げるかという、効率化するかというと

ころの一番技術集約されたところがデータセンターになっているということで、データセ

ンターの省エネということ自体も大事なことではございますけども、やっぱりそこで使わ

れている技術、そこでは人工知能を使った非常に効率的なエネルギーマネジメントという

のがあって、それによって、特にＧＡＦＡを中心に非常に大きなエネルギーセービングを実

現していると。これはデータセンターのみに適用されるものではなくて、広く普及できると

いうことを鑑みながら技術の開示なり、ほかの分野への展開というのをしっかりと進めて

いくということで、結果的に省エネというのにつながるというふうな戦略をちゃんと取っ

たというべきではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○田辺委員長 

 はい、どうもありがとうございます。 

 それでは、松橋委員、お願いいたします。 

○松橋委員 

 エネルギー技術、あるいは関連技術の普及というところで、研究開発は日本は非常に優れ

ているんだけど、普及で必ずと言っていいほどやられるという。例えば、リチウムイオン電

池で吉野先生がノーベル賞を取られて非常に大きく貢献されたんですが、しかし、今、ヨー

ロッパで、電力のいわゆる系統の制御のための蓄電池って多く入っていますし、日本にも入

り始めていますが、ヨーロッパは特に中国製のリチウムイオン電池に席巻されているとい

う状況があります。私はその実装、普及を何とか日本の国益に資するようにするために、今、

経産省の国際標準課、基準認証課で日本型標準加速化モデルと言って、標準化、ＩＳＯやＩ

ＥＣ、そういうものをメイドインジャパンで標準化を絡めて技術の社会実装を助けていく

ということをやっていると。ぜひこちらと連動して、同じ経産省でもありますし、この普及
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戦略をつくってほしいと思います。今、我々の、ここのＤＲの関連で言えば、例えば自動車

用の蓄電池からのＶ２Ｇとか充電、放電の規格ですね、もちろんＣＨＡｄｅＭＯがあります

が、さらにプラットフォーム化という点に関して、日本のかなり大きな自動車メーカーが、

既にアメリカ国内とも協力しながらこれを進めているという事実があります。ぜひ、そうい

ったところともヒアリングをしていただいて、これも一例として標準化、プラットフォーム

化をどうやってうまく日本の国産技術の世界に対する普及に含めて生かしていくか、この

戦略をぜひ技術戦略として練ってほしい、研究開発を進めるだけでは、結局最後、普及で負

けてしまうので、そういったところも含めて、ぜひ国益に資するように、そしてカーボンニ

ュートラル社会にも資するようにしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○田辺委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、林委員、お願いいたします。多分ここで一応最後にさせていただきたいと思い

ます。 

○林委員 

 聞こえていますでしょうか。 

○田辺委員長 

 大丈夫です。 

○林委員 

 ありがとうございました。この需要側の政策の論点で私も、さっき江崎委員からもありま

したけども、実はデータセンターってすごく皆さんが、例えばＣｈａｔＧＰＴとかをつける

と 100万キロワットとかすごい量、世界的にもそうなんですけど、使ってしまうという話が

ある中で、太陽光とか再エネの変動する再エネに対して、我々需要側がどうやって動いてい

くかという社会実装のフェーズに入っているんだなと思っていました。創る側の再エネの

話と、使う側の需要側の話と、もう一個、どこでも置けばいいというわけじゃなく、ネット

ワーク側がパンパンでデータセンターのどこでもつけるという、ネットワーク側の設備形

成で高くなると電気代に跳ね上がってしまいますので、そういった電力ネットワーク、需要

側の政策、そして電源側の政策と三位一体でやっていくということを社会実装とともに、こ

のように需要側の省エネ課が中心で政策を束ねていっていただくという時代になっている

んだと思いました。そういった中で、さっき言いました、個々のものが小さくても束ねるこ

とで大きな力になるという、日本が得意とする、そういった最先端の省エネ技術を束ねると

いうことが非常に今後大事で、日本が世界の最先端に立つチャンスだと思いますので、ぜひ、

社会実装に向けた取組をエネ庁が中心に引っ張っていただければと思いました。国民の理

解も当然必要だと思いますけれども、国民の皆様も理解していただけるように提示するこ

とが大事だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 
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○田辺委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 事務局から何かございますでしょうか。いかがでしょうか。 

○木村課長 

 改めましてありがとうございます。いろんな大所高所からご意見をいただきまして、前例

のないというと言い過ぎかも分かりませんけれども、非常に高い、大きなチャレンジを我々

はしなければならないということは、これは本当におっしゃるとおりでありまして、その際

に、おっしゃるように単に日本の中で開発をする、日本の中だけで売るということじゃなく

て、やっぱりグローバルに普及させていく、売っていくと。だから単なるその省エネだけで

はなくて、日本の産業、企業の競争力の強化という観点、あるいは日本全体としての世の中

への、世界への脱ＣＯ２というものの貢献という観点からも政策というのは検討していかね

ばなというふうに改めて感じました。頂戴しておりますデジタルの話、あるいはデータセン

ターの再生可能エネルギーとの関係、あるいはそのプラットフォームの話ですね、もろもろ

課題はあるというふうに思っておりますので、引き続きご意見を賜れればと思います。 

 あと１点、鶴崎委員からいただきました、エネルギー供給事業者からのその数字に関して

は一切チェックをしないというところに関しまして、さっきのコンサルティングの話とか

料金メニューの話もございましたけれども、我々がどういうものについてはここの項目に

該当して、どういうものは該当しないのかというものに関しての整理というのは当然、今後、

検討会の場などで議論をしていきたいというふうに思っております。したがって、全然違う

もの、各調査によって全然違うものが同じような項目の下で比較をされるというようなこ

とはない、そういう点では我々はチェックをし、あらかじめそのガイダンスを示すというこ

とはしたいと思っておりますので、そこはそのように進めさせていければと思っておりま

す。 

 はい、ありがとうございます。以上です。 

○田辺委員長 

 はい、事務局からコメント、ありがとうございました。 

 最後になりますけれども、本日ご議論いただいた中間論点整理の、特に論点のうち、エネ

ルギー供給事業者向けの制度につきまして、制度の大枠に関しては今伺っておりまして、委

員の皆様のご賛同をいただいたのではないかというふうに委員長のほうで思っております。

制度の詳細イメージについては、非常に幅広な意見をいただきましたので、運用に向けての

詳細制度設計の際には、本日のご意見も踏まえて別途の検討会で検討していただくという

ふうにさせていただきたいというふうに考えております。 

 また、ＤＲｒｅａｄｙ要件の検討については、事務局からご提案がありました勉強会にお

いて進めさせていただきたいというふうに思います。 

 改めまして、本日は活発にご議論いただきましてありがとうございます。皆様からのイン

プットがやはり日本をよくしていくためには極めて重要でありますし、こういった貴重な
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ご意見で日本の省エネが国際的にも出ていけると非常によいチャンスでもあると思ってお

ります。また今後とも活発なご議論、ご意見をいただければと思っております。 

 

３．閉会 

 

○田辺委員長 

 それでは最後に、事務局より連絡事項があればお願いをいたします。 

○木村課長 

 はい、事務局でございます。本日は活発なご議論をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。本日いただいたご意見を踏まえて、引き続き政策の検討を行ってまいりたいとい

うふうに思っております。今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

○田辺委員長 

 ありがとうございました。 

 


